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────────────────────────────────────────── 

平成28年 第４回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第２日） 

                           平成28年12月12日（月曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                       平成28年12月12日  午前10時00分開議 

 日程第１ 会期の延長 

 日程第２ 一般質問 

 （一般質問通告一覧表） 
 

順
位 質 問 者 

質 問 事 項 
質  問 の 要  旨 

 
 

質問の 
相 手 

備
考 

１ １２番 

中村 末子 

１．就学援助及び子育て支援策について 

  ①５月３０日付の西日本新聞の就学援助記事を

みて、町長、教育長の見解はどうだったのか。 

  ②文教福祉の町とする基本的な考え方につい

て。 

  ③他の市町村と比較してこれが違うと考える支

援策は何か。 

町 長 

教育長 

 

２．ＴＰＰへの考え方について 

  ①ＴＰＰについての考え方及び町農業に及ぼす

影響試算の計算をなされたことはあるのか。 

  ②学校給食への影響及び生徒への食の安全安心

の啓発教育についてはどうなっているのか。 

町 長 

教育長 

 

３．災害対策及び道路整備に関しての総合的整備方

針について 

  ①拡幅されず放置してある狭い道路解消の方向

性はあるのか。災害対策を含めて。 

  ②狭い道路の本数及び沿線住民とのお話合いは

どうなっているのか。 

  ③１０月１６日の大規模訓練の良かったこと、

再考すべきことなどの検証はできているのか。 

  ④災害対策道路幅確保の方向性はどうなってい

るのか。 

  ⑤基本的には歩いての避難だが、高齢化で思慮

される車での避難対策は。 

町 長 

教育長 

 

４．竹鳩潜水橋架け替えについて 

  ①現在の方針以外の方策は考えられないのか。 

町 長  
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２ １４番 

 黒木 正建 

１．町民が主役のまちづくり事業について 

  ①現在取り組んでいる事業の進捗状況とその問

題点及び方策について。 

  （１）高鍋駅及び周辺の整備 

  （２）竹鳩橋の建て替え 

  （３）ふるさと納税 

  ②町長就任中に完了しておきたい事業、及び次

期町長に継続してもらいたい事業等について。 

  ③１２年間の在任期間を終えるにあたって、町発

展のために次期町長に期待する事業等について。 

町 長 

 

 

３ ５番 

 津曲 牧子 

１．防災について 

  ①１０月１６日に行われた総合防災訓練での避

難所運営訓練はどのような成果があり、また課

題があったのか。 

  ②防災士養成事業の成果を伺う。 

  ③小中学校の防災教育の内容、地震・津波対応の

マニュアルは改善、改良はなされているのか。 

  ④ひとり暮らしの高齢者・障がい者に対しての

対策はできているのか。 

町 長 

教育長 

 

２．高鍋図書館について 

  ①今後の図書館の在り方を伺う。 

  ②子どもが利用する図書館として教育長の考え

を伺う。 

町 長 

教育長 

 

３．町長の３期１２年の町政運営について 

  ①３期の町政運営で町長が特に力を注ぎ実行さ

れた事業を伺う。 

  ②「子どもがにぎわうまちづくり」の成果を伺う。 

町 長 

 

 

４ １５番 

 春成  勇 

１．町内体育館施設の現状と今後について 

  ①町内体育館の現在の使用状況について伺う。 

  ②避難所としての体育館の施設環境整備につい

て伺う。 

  ③予定されている国体の体育館使用競技につい

て伺う。 

町 長 

教育長 

 

  ２．畑田地区区画整理事業に伴う多目的用水ついて 

  ①畑田の多目的用水について、毎年かかる費用

について伺う。 

  ②区画整理区域の農地から宅地への転用が進む

中、多目的用水の分岐枝管の処理はどうしてき

たのか伺う。 

町 長 
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────────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 池田  堯君       ２番 水町  茂君 

３番 山本 隆俊君       ５番 津曲 牧子君 

６番 岩村 道章君       ７番 岩﨑 信や君 

８番 緒方 直樹君       10番 柏木 忠典君 

11番 後藤 正弘君       12番 中村 末子君 

13番 黒木 博行君       14番 黒木 正建君 

15番 春成  勇君       16番 八代 輝幸君 

17番 青木 善明君       18番 永友 良和君 

────────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 田中 義基君    事務局長補佐 岩佐 康司君 

議事調査係長 矢野 由香君                  

────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 小澤 浩一君   副町長 ………………… 川野 文明君 

教育長 ………………… 島埜内 遵君   教育委員長 …………… 黒木 知文君 

農業委員会会長 ……… 坂本 弘志君   代表監査委員 ………… 黒木 輝幸君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 森  弘道君 

政策推進課長 ………… 三嶋 俊宏君   建設管理課長 ………… 惠利 弘一君 

農業委員会事務局長 … 鳥井 和昭君   産業振興課長 ………… 渡部 忠士君 

会計管理者兼会計課長 … 野中 康弘君   町民生活課長 ………… 杉  英樹君 

健康保険課長 ………… 徳永 惠子君   福祉課長 ……………… 河野 辰己君 

税務課長 ……………… 川野 和成君   上下水道課長 ………… 吉田 聖彦君 

教育総務課長 ………… 中里 祐二君   社会教育課長 ………… 稲井 義人君 

──────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（永友 良和）  おはようございます。只今より本日の会議を開きます。 

 この際、議会運営委員会の報告を求めます。委員長、中村末子議員。 

○議会運営委員会委員長（中村 末子君）  おはようございます。 

 まず、施行部並びに代表監査、教育委員長、農業委員会会長に対し、議会を代表してお
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わびを申し上げたいと思います。 

 平成２８年第４回定例会については、去る５日に議会運営委員会を開き、日程を決めた

ところでございますが、新田原飛行場にかかる騒音区域等の見直し縮小問題で、意見書を

緊急に提出することを決め、日程に追加をいたしました。また、今回は意見書を採択した

ところで、早い段階で手渡しするほうが望ましいとの議会議員の一致を見たところです。 

 そこで、再度、本日９時３０分より議長室において、議会運営委員会を開きましたので、

御報告いたします。議長及び基地対策委員で、直接、福岡防衛局へお伺いし意見書を手渡

し、現在の線引きの変更がないようにしていただきたい旨を説明、要望することを決定い

たしました。 

 したがって、一般質問は町民にお知らせをしており変更できないとの判断をし、１４日

を休会とし、総括質疑を１５日とし、後の日程もずれ込み２０日が最終日となる予定にな

ります。 

 また、本日は早朝より県議会、知事に対し、町長とともに議長もこの問題でお願いをし

たところでございます。 

 以上、日程の変更、議会運営委員会で、全員一致で決定したことを御報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の延長 

○議長（永友 良和）  日程第１、会期の延長を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は１２月１９日までと決定されていましたが、只今、

説明がありましたように、お手元に配付しました会期日程予定表のとおり１日延長し、

１２月２０日までの１３日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、会期は１日延長し、１２月

２０日までの１３日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（永友 良和）  日程第２、一般質問を行います。 

 お手元に配付の通告一覧表の順番に発言を許します。 

 まず、１２番、中村末子議員の質問を許します。１２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  日本共産党の中村末子が、通告に従い４項目について質問を行

います。 

 まず、子育て支援策について。 

 生まれたときから選挙権を取得できるまでの１８歳までの支援策について質問し、高鍋

町が文教のまち、福祉のまちとして、近隣及び県内で誇れる政策を持っているのか検証し、

もし文教の町まち、福祉のまちとして、他市町村より劣ると判断している分野に対して、

これからどう進めていかれるのか、そのお考えをお伺いします。 
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 それではまず、福祉・教育分野での子育て支援策を随時述べていただきたい。 

 ５月３０日の西日本新聞取材による就学援助に関する調査結果について、どう捉えてお

られるのか、町長、教育長の所見を求めたいと思います。 

 文教のまち、福祉のまちとする基準はどこにあるのかお伺いします。 

 また、文教福祉のまちづくりに関しての職員教育及び研修会などは、具体的にどのよう

に行っているのかお伺いします。 

 町民への周知などについては、行政事務連絡員に対してどのような研修及び研さんを行

っているのかお伺いします。 

 この質問では、数字が必要ですので、県内の就学援助の現状及び生活保護基準からの数

値、子どもの医療費助成など福祉分野での子育て支援策の比較検討できる数値の答弁を求

めます。 

 次に、ＴＰＰは、ごり押しして衆議院で可決、アメリカの大統領選挙では、ＴＰＰに参

加しないとするトランプ氏が来年１月２０日には就任します。農業者、農協などへどうで

すかと聞いてみると「農業が打撃を受けることは間違いないし、口蹄疫から復興したばか

りなのに、これからどうなるのか不安です」などの意見がありました。 

 衆議院の委員会審査の内容を聞くと、黒塗りしてあり、ノリ弁状態と言われていました。

内容がわからないのに通してしまうという自民・公明・維新の気持ちは図りかねますが、

以前質問した折には、成り行きを見守るとのことでしたが、衆議院を通過した段階でも、

まだ見守っていかれるのでしょうか。国のことを議論しても遠くから見ているだけでは高

鍋町の農業者は守れないし、はっきりした態度を示すべきだと考えますが、この間、宮崎

県選出国会議員に対し、何らかの行動をされましたか。 

 また、高鍋の農業に与える影響の試算されたことはあるのかお伺いします。 

 アメリカが参加せずということになれば、農産物は安い、農薬漬けの食物が輸入される

ことになりかねませんが、それでも住民を守れるとお考えでしょうか。食の安全・安心と

いう観点からと、その啓発教育の現状はどうなっているのか、教育長にお伺いします。 

 次に、町内の災害対策及び道路事情についてお伺いします。 

 町内には、拡幅されずそのままの状態で現在に至っている道路が無数点在しています。

沿線住民とのお話し合いは行われてきたのか、萩原地区などがその典型です。新興住宅地

域に関しては、道路幅の確保はセットバックを含めてとありますが、南海トラフ地震津波

が起きたときに、その避難経路として道路幅は非常に重要となります。高齢化社会があり、

車での移動を避難手段として突発的に考える人は多いのではないかと推測されます。 

 そこで、お伺いしますが、狭い道路を路線として何本存在しているのか。また、対策は

講じられる予算はあるのか。なければ、じゃあ、どうするのか。 

 日時を決めて避難訓練はしてありますけれども、そのときは当然午前中であり、夜中と

か若い人が仕事に行っている昼間等の訓練は非常に困難です。１０月１６日には、避難訓

練及びトリアージも行われたようですが、私は政府交渉に出かけていて不在でしたので、
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その時の状況は人づてに聞いたところです。防災士の方々を含め医師、看護師など多岐に

わたり、イメージトレーニングできたこともあるのではないかと思いますが、実態はどう

だったのでしょうか。検証されたことの報告をお願いいたします。よかったこと、再考す

べきこと、問題点が発生し、方向性を見直したことなどについて答弁を求めます。 

 東北沖地震津波以降、まず逃げることが大事であると聞いております。私は、共産党で

今回行った交渉の中で、１０号線の拡幅及び蚊口方面からの逃げる手段として、道路整備

への助成制度なども要求してまいりました。とにかく車での避難も視野に入ってきました

ので、道路問題の解決を図る必要があると考えますがいかがでしょうか。 

 最後に、竹鳩の潜水橋架け替え問題に関して、国と県は町道路線として一致したお考え

のようですが、何かほかの政策方法はないのかお伺いしたいと思います。 

 以上、登壇しての質問を終了し、あとは発言者席にてお伺いいたします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  おはようございます。それでは、お答えいたします。 

 まず、５月３０日付の西日本新聞の就学援助記事に対する見解についてでございますが、

就学援助制度につきまして九州内の市町村で差はございますが、本町におきましては、要

保護児童生徒に準ずるものとして県内の基準を参考に制度化したものであり、特に問題が

あるとは考えておりません。 

 次に、福祉のまちとする基準はどこの御質問でございますが、本町は児童福祉の父と言

われる石井十次先生を輩出した町であり、私も町長就任以来、子どもは社会の宝であり高

鍋の財産であると認識し、安心して子どもを産み育てられる環境をつくっていくことが、

本町の未来にとってとっても大切であると考えのもと、町政の運営をしてまいりました。 

 そのため、子どもがにぎわうまちづくりを町の将来像として、子ども医療費助成の拡充

や延長保育事業などの子育て支援策に取り組むとともに、県内でも数少ないファミリーサ

ポートセンター事業、休日保育事業、病後児保育事業、障がい者（児）基幹相談支援セン

ター事業に積極的に取り組んでまいりました。また、子育て応援フェスティバルを開催し、

子育てを地域全体で支え合う機運づくりも独自に取り組んでいるところでございます。 

 次に、福祉のまちづくりに関しての職員研修会や行政事務連絡員に対しての研修につき

ましては、町独自では実施しておりませんが、子育て応援フェスティバルや子育てに関す

る研修会や町内の保育園や認定こども園等の職員を対象にした職員研修会は定期的に実施

しております。 

 次に、本町における子ども医療費助成につきましては、子育て世帯の負担軽減を目的に、

平成２７年１０月から対象年齢を小学入学前から小学卒業までに拡充したところでござい

ます。自己負担額は、小学校入学前が１診療報酬明細書当たり月額３５０円、小学生が月

額１,０００円となっております。県内では、小学校入学前までが１０自治体、小学校卒

業までが４自治体、中学校卒業までが１０自治体、高校生等が２自治体となっており、自

己負担なしが１０自治体、自己負担ありが１６自治体となっております。 
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 次に、ＴＰＰに関してでございますが、当町としましては、引き続き国内外の動きを注

視している状況でございます。本町農業に及ぼす影響につきましては、国県とも算定式が

示されておらず、町独自での試算は行っておりません。 

 また、宮崎県選出国会議員に対する行動につきましては、去る８月３日に私が理事を務

めております宮崎県町村会において、要望活動を行ったところでございます。ことし

１１月の全国町村長大会においても、ＴＰＰに関する議決を行っております。地元選出国

会議員及び政府に対して必要な対策を講じていただくようこれからもあらゆる機会を捉え

て声を上げ続けていきたいと考えております。 

 次に、狭い道路の解消に向けた話し合いについてでございますが、拡幅要望等の出され

た地区との協議等は計画の段階で行っておりますが、想定される災害に対して避難路とし

ての拡幅の話し合い等は行っておりません。 

 次に、狭い道路の路線数につきましては、いわゆる狭隘道路として道路幅員４メーター

未満の道路で判断しますと、一部区間でも４メーター未満の道路が存在する路線数は、町

道の供用路線６９８路線中３２１路線であり、またこの延長は約５０キロであり、対策に

は相当な予算が必要でありますので、年次的に狭隘道路の解消に努めていかねばならない

と考えております。 

 次に、総合防災訓練についての御質問でございますが、１２３機関で約４,５００人が

参加し、津波避難訓練救出救助訓練、避難所運営訓練、本部運営訓練など実施いたしまし

た。訓練を通じて各関係機関と顔の見える関係を築けたことが一番大きな成果になったか

と感じております。 

 まず、避難所運営訓練では、参加者に対して長期避難所生活に関する考え方や運営組織

のあり方の説明をするなどして、行政と避難者が協力して運営していく必要があるという

ことを認識していただいたほか、防災士ネットワークを始めとする関係機関の取り組みも

知っていただくことができたのではないかと考えております。 

 次に、津波避難訓練につきましては、今回から防災士ネットワークと連携協力し実施い

たしました。津波到達予定時間までに避難することは、達成できているようですので、今

後はハザードマップをさらに活用していただき、短時間で安全に避難できる経路の検討等

も配慮していただけるような取り組みを進めていく必要があると感じております。 

 また、救出・救助訓練には消防団も参加し、各関係機関と連携した実践的な訓練を行う

ことができました。今後さらに関係機関との情報伝達体制を強化させるため、小型携帯無

線機などを充実させる必要があると実感したところでございます。なお、あす１３日に開

催されます参加関係機関による研修会の中で、訓練ごとの成果、課題、今後検討すべきこ

となどについての検証が行われることとなっております。 

 次に、災害対策道路の幅員確保及び車での避難対策についてでございますが、現在のと

ころ歩行困難者が避難する場合や歩行で避難が可能な距離に避難場所がない場合は、自動

車による避難を検討せざるを得ないという認識は持っております。しかしながら、自動車
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による避難は渋滞の発生、道路の液状化や破損及び建物等の倒壊による交通障害、緊急車

両の通行の妨げ、歩道避難者の安全な避難の妨げなどの危険性があると言われております

し、災害対策道路の幅員確保につきましても、年次的に進めてまいりますと相当な期間が

かかります。 

 そのため、今後は道路の安全性を向上させるなどして、自動車避難に伴う危険性の軽減

に努めるとともに、自動車避難と徒歩避難が混在した場合であっても、安全に避難できる

ルールを整備する必要があるのではないかと感じております。現在、国においても検討が

なされているようですので、動向を注視してまいりたいと考えております。 

 次に、竹鳩橋の架け替えについてでございますが、現在、高鍋地区道路検討会において、

橋梁のルートや橋の構造、施工方法などを検討していただき、事業費の縮減を図っていた

だいているところでございますが、現制度では、社会資本整備総合交付金事業が補助率

５５％で最も高い事業となります。架け替えの総事業費は莫大になることは間違いなく、

将来財政逼迫を引き起こさないと判断した段階でないと着手できないと考えており、現在

のところ着工のめどは立っておりません。今後もこれまで継続してまいりました財政的支

援策の要望等を継続していかなければならないと考えております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  ５月３０日付の西日本新聞の就学援助記事に対する見解につい

てでございますが、九州内市町村の認定基準の状況について認識することができました。

本町においては、三位一体改革により、国庫補助が廃止された平成１７年度当時、宮崎県

内市町村の就学援助の状況を調査検討し認定基準を定めております。 

 宮崎県内の就学援助の現状についてでございますが、本町においては、収入を基準とし

生活保護基準の１.１倍を目安に認定審査を行っております。本町と同じく収入が基準の

自治体につきましては、１.２倍が１市１町、１.１倍が１市、１.０倍が１町となってお

ります。宮崎県内では、所得を基準にしている自治体が多く、認定基準値は１.０倍から

一番高い自治体で１.３倍となっております。そのほか、住民税非課税世帯を対象として

いる自治体も幾つかあります。 

 次に、文教のまちとする基準についてでございますが、本町は古くから歴史と文教のま

ちとしての伝統があります。高鍋藩７代藩主秋月種茂公により創設された明倫堂の精神や

石井十次先生の人間愛など、多くの先賢により文教の伝統が生まれ、本町特有の精神文化

となっています。本町の教育基本方針においても、明倫の教え、石井十次先生の人間愛の

精神を基盤に据え、継承、発展させていくことを目標にしており、東西小中学校全ての学

校経営方針の基調として、各学校が伝統ある取り組みを進めております。 

 食の安全・安心という観点、その啓発教育の現状についてでございますが、小中学校に

おいては、各学年の発達段階に応じた食に関する指導計画に基づき、社会科や家庭科を始

めとする各教科や給食の時間、特別活動において、食に関する指導を行っております。 
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 以上です。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  何点か確認をしていきたいと思います。 

 まず、子どもの医療費助成に関して、一般質問への答弁では、町長の任期中に何らかの

方針を示されるおつもりがあるのかどうか確認をしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  お答えいたします。 

 子ども医療費助成につきましては、昨年の１０月に対象年齢を小学校入学前から小学校

卒業までに拡充し、ようやく１年が経過しているのでございますので、早急に見直しを行

うことはございません。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  ２０１５年から子どもの医療費制度のあり方等に関する検討会

というのがあります。具体的にはどのような話し合いが行われてきたのか把握されていら

っしゃるでしょうか。 

○議長（永友 良和）  福祉課長。 

○福祉課長（河野 辰己君）  お答えいたします。 

 子ども医療制度のあり方等に関する検討会は、少子高齢化が進む中、子育て支援、地方

創生、地域包括ケア等の観点から、子どもの医療制度のあり方等について検討を行うため、

厚生労働省が設置したものでございます。その中で、子どもの医療のかかり方、子どもの

医療の提供体制、子どもの医療にかかわる制度の３点について議論が行われております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  じゃあ、その中で自治体への支援については具体的にどのよう

な政策が望ましいのか、打ち出されているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  福祉課長。 

○福祉課長（河野 辰己君）  お答えいたします。 

 検討会が５回にわたる議論を取りまとめた結果からは、医療費助成の対象範囲拡大を抑

制するための投資的基準の明示、子どもの医療に関する国庫の減額調整措置の見直し、検

討などが取りまとめをされておるようでございます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  先ほどの町長の答弁で、医療費助成をしている自治体の状況に

ついて数字が述べられました。具体的にその中で、どのようなお考えを持っていらっしゃ

るのか、全体を見渡して、その内容について自分ところの自治体が、高鍋町がどういう位

置にあるのかということを具体的に述べていただきたいと思います。 
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○議長（永友 良和）  福祉課長。 

○福祉課長（河野 辰己君）  先ほど町長のほうから答弁がありましたように、医療費助成

の県内の状況につきましては、町長が答弁した内容と重複いたしますので、自己負担の金

額のみを答弁いたします。 

 県内中の中で１６自治体の自己負担額は、小学校入学前で３００円から３５０円、小学

校入学以降が５００円から１,０００円の負担額となっておるようでございます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  この資料を見る限りでは、小学校入学前までということになる

と、かなりの自治体で自己負担なしというところがございます。これを見る限り、やはり

以前も小学校に入学する前までは、高鍋町も打ち出していたわけですよね、無料化をされ

てたわけですよね。それを拡充するに当たって、現在のような仕組みに変更してきたとい

うこともありますので、この内容を変更するおつもりがあるのかどうかお伺いしたいと思

います。 

○議長（永友 良和）  福祉課長。 

○福祉課長（河野 辰己君）  現在の内容についても、もうここしばらくこういった制度が

定着をしておりますので、しばらくっていいますか、今の制度を引き続き、続けていきた

いというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  先ほど町長の答弁と福祉課長の答弁にありましたように、

１０月に変更したばかりで、なかなか次の政策を打って出れないという内容だったんです

が、私、医療費助成の拡大ができない、例えば、入学前まで無料化とかいう形で、枠の拡

大っていうのをしっかりとしていくことが、子育て支援策につながっていくのではないか

と思いますが、それができない具体的な要件は何があるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  福祉課長。 

○福祉課長（河野 辰己君）  これも先ほど町長が答弁をされたとおりでございます。昨年

の１０月に対象年齢を拡充し、ようやく１年が経過したところでございます。現在、拡充

による影響を検証をしているところでもありますし、一方、先ほどの子どもの医療費制度

のあり方等に関する検討会において、医療費助成につきましては、自治体間で拡大競争が

進んでおり、国においても早急に一定の線を引くべきだとの意見も出されておるようであ

ります。 

 医療費助成の拡充につきましては、今後の国の動向あるいは県内の自治体の状況、財源

の有無等を勘案しながら検討していく必要があるというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 
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○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  それでは、お伺いしたいんですが、先ほど教育長の答弁にもあ

りましたように、高鍋藩の秋月種茂公及び上杉鷹山が行った子育て支援策は何だったのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  秋月種茂公は、農民の口減らしのための間引きをなくすため、農

民多子家庭救助に取り組み、子ども３人目より１日赤米２合か麦３合を支給し、さらに双

子を出産した際にも扶持を給付しております。 

 上杉鷹山公においても、口減らしのための間引きを禁じ、さらに極貧でおむつを持たな

い者には金１両を支給し、貧困で子どもを養育することができない者で１５歳以下の子ど

もを５人以上持っている場合には、末っ子が５歳になるまで５人扶持を支給したと言われ

ております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  そうなんですよ。この秋月種茂公及び上杉鷹山が行ってきた政

策というのは、まさに現代にもマッチする。だからこそ、ケネディの方も経済政策として

一番尊敬しうる人だということを言わせたんですね。 

 だから、そのことから考えたら、やはり上杉鷹山が行ってきたこの政策というのは、世

界的にも有名です。そのやはり出身地であるという高鍋が、しっかりと世界に前を向けた

子育て支援策を打ち出していくということは、非常に大切なことだと思い、今回も私は質

問をさせていただきました。まさに医学も医療制度もなかった時代、みずからの免疫をつ

くり出すとは考えていなかったにしろ、麦や米を支給した子どもに生かす政策を行った先

進的な考えがあったと私も考えます。 

 それでは、そのことに匹敵する現代の制度は何だとお考えなのかお伺いします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  当時は、秋月種茂公も鷹山公も口減らしのための間引きをなくす

という目的のために、食料やお金の支給に取り組んでおり、現在とは時代背景も風習も全

く違いますが、子どもを安心して生み育てる環境の整備という観点から見ますと、児童手

当の支給や妊婦健診や出産にかかる経済的負担の軽減などが該当するものと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  それでは次に、教育分野での質問を展開してまいります。 

 憲法２６条教育基本法にある教育の平等性は、何をもって説明できるのかお伺いします。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  憲法第２６条教育基本法にある教育の平等性は、何をもって説
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明できるのかということでございますが、本町におきましても、小中学校における授業料

及び教科書の無償、学校施設設備の無償、就学援助等、憲法を始め教育諸法令等を遵守し、

教育行政を行っております。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  就学援助制度の基本的な考え方及びその効果についての捉えは

あるのかどうかお伺いします。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  就学援助制度の基本的な考え方、その効果についてでございま

すが、学校教育法第１９条において、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童

生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされております。 

 本町においては、この規定に基づき高鍋町就学援助金交付要綱を定め、生活保護法第

６条第２項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮していると高鍋町教育委

員会が認める準要保護者に対し、就学援助費の交付を行うこととしております。学用品費、

修学旅行費、学校給食費、医療費等就学に必要な援助を行っております。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  実は、私がこの就学援助の問題を取り上げようと思ったきっか

けというのは、日本共産党の国会衆議院議員であります田村貴昭さんが、国会でもこの問

題を取り上げました。その問題を受けて、私どもが西日本新聞に書いてあった記事の中で

高鍋町が上がっており、１.１というのは非常に低いのではないかと判断いたしました。 

 そこで、お伺いしますが、生活保護の基準額というのは、年間幾らとなっているのか、

これは人によって違いますが、例を挙げて説明していただきたいと思います。 

○議長（永友 良和）  福祉課長。 

○福祉課長（河野 辰己君）  生活保護基準額についてでありますが、生活保護基準額につ

きましては、世帯員数や就学の有無、住居などの世帯の生活状況により、それぞれ異なり

ますが、両親、子ども２人の４人世帯とした場合の一般的な基準額につきましては、年額

約１６８万円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  就学援助については、文書配付を含め保護者への周知を図られ

ておりますが、年何回ほど文書配付はなされているのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  就学支援制度のお知らせにつきましては、毎年年度の初

めに小中学校の全保護者に対しまして、文書配付を行い周知を図っているところでござい

ます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  年に１回ということなんですが、私は学期ごとに配付し、やは
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りしっかりと説明をし、促していくことも大切だと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  今しがたお答えいたしましたとおり、現状といたしまし

ては、毎年の年度初めに１回、全保護者に対し文書による周知を行い、年度当初の就学援

助の申請手続を行っております。 

 その後につきましては、家庭環境の変化等による相談等を各小中学校と連携をとりなが

ら、随時、就学援助の申請手続を行っているところでございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  ＰＴＡでの取り組みはどうなっているんでしょうか。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  ＰＴＡでの取り組みについてでございますが、現状とい

たしましては、ＰＴＡ役員に対して教育委員会のほうから別途周知のお願い等は行ってお

りませんので、ＰＴＡ総会における周知等については、検討していきたいと考えておりま

す。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  じゃあ、早急にお願いいたします。 

 私は、小さいころから金銭感覚を身につけることは大切だと思います。親が幾らの所得

があって、生活のためには、これくらい必要であり、もし大学までとなると、これだけ必

要だから家族で協力しようねというような家族の所得、お金の使い方を共有することは大

切だと考えますが、教育長のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  私も小さいころから金銭教育といいますか、金融教育を行うこ

とは大切だと思っております。お金や物を大切に使う。それから、食べ物を粗末にしない

など、常日ごろから家庭、学校、地域で教育を展開いく必要があると考えております。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  ちょっと就学援助と同じになるんですが、それでは、ことしか

らまた給食費の口座引き落としが始まったようですが、支払いについての調査はできてい

るのかお伺いします。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  今年度からの取り組みでもございますので、納入状況に

ついては、調査を行っているところでございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  まあ、１００％納入っていうのは、恐らくないんじゃないかな

というふうに思うんですが、私が一般質問を行ったときに、お金のことを考えなければ何

がしてほしいかとの問いに、教育長は給食費無料などを挙げられました。当然ですと私は

言いたいんです。同じものを笑顔で食べる、これが教育現場では必要なことだと私は思い
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ますが、町長、教育長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  お答えいたします。 

 前回の答弁についてでは、あくまでも仮定の話に基づいておりますので、質問に対しま

してのお答えはできないところでございます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  私も、今、町長が答弁されたとおり同じ考えであります。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  できれば、これに答弁していただけるような町長と教育長であ

っていただきたいと、私は言いたいところです。 

 西日本新聞では、就学援助に関して、高鍋町は生活保護基準からすると１.１というこ

となんですが、先ほど教育長の答弁では１.３までということでありました、県内で。そ

のことから考えで私は引き上げることができないのか、予算としてどのくらい必要なのか

試算をしていただきたいと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  高鍋町の準要保護基準につきましては、先ほど教育長が

申し上げたとおりでございますが、宮崎県内の状況を調査検討し、１.１ということにし

ておりまして、制度的にも生活保護に準ずる程度に困窮しているものとなっておりますの

で、それ以上に引き上げるということまでは現在考えておりません。 

 予算的につきましては、修学旅行費を除いて、対象児童生徒１人について７万円から

８万円程度増加するものというふうに考えております。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  所得を基準にするのか、課税を基準にするのか、どちらの選択

がより多く幅広い支援となるのか検討されたことあるのか。また、どちらがよい方法だと

考えておられるのかお伺いいたします。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  所得と課税ということなんですが、収入所得ということ

で検討したことはございません。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  それでは、次から検討してください。 

 高鍋町では、ひとり親家庭についてどのように推移しているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（永友 良和）  福祉課長。 

○福祉課長（河野 辰己君）  お答えいたします。 

 本町におけるひとり親家庭につきましては、児童扶養手当の受給世帯数でお答えいたし
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ますが、本年２８年４月１日現在で３５７世帯となっております。近年は若干減少傾向に

あるものの、ほぼ横ばい状態で推移しておりまして、全世帯の約４％を占めております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  とにかく、今、親の貧困が子どもに与える影響については言う

までもありませんが、学校では早寝早起き、朝昼夕食などきちんと食事しているかなどは

調査されているのでしょうか。これは人間が生きていく上に基本中の基本ですので調べら

れていると思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  早寝早起きや食事など基本的な生活習慣に関します調査

については、学校保健委員会が中心となって調査を行っております。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  じゃあ、調査の内容をお知らせください。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  高鍋町学校保健委員会のことしの７月の調査なんですが、

細かなところまで申し上げると相当時間がかかりますので、何点か区分してお答えいたし

ますと。 

 朝食は毎日食べていますかという設問で、小学校では８８.２％の児童が朝食はとって

いると、中学校３年で申し上げますと８７.２％が朝食をとっております。全体的にやは

り８０％以上、中学生になりますと中には９０％以上の児童生徒が朝食はとっているとい

うことでございます。 

 あと、毎日何時ごろ寝ますかとかっていう設問では、小学校６年生では１０時ごろとい

うのが一番多い２４.７％、それから、中学校３年生では１１時ごろが２８.９％というこ

とで一番多い状況となっているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  ちょっと寝る時間が遅いかなと思うんですが、あとは何％なん

でしょうか。ちょっとそこだけ細かに答えてください。就寝時間。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  それでは、就寝の時間なんですけども、小学校５年生で

は一番多いのが１０時ごろで３１.６％、小学校では２４.７％で一番多い時間帯です。 

 中学校１年生では、１０時ごろが一番多い割合で２４.１％、中学校２年生では１０時

３０分ごろが一番多くて２５.１％、中学校３年生では１１時ごろが一番多い時間帯で

２８.９％というふうに調査ではなっております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  しばらく休憩いたします。 
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午前10時47分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時48分再開 

○議長（永友 良和）  再開します。 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  小学校５年生から申し上げます。９時以前が９.３％、

９時ごろが１３.５％、９時３０分ごろが２４.４％、１０時ごろが３１.６％、１０時

３０分が１３.５％、１１時ごろが５.２％、１１時３０分ごろが２.１％、１２時以降が

０.５％でございます。 

 次に、小学校６年生です。９時以前が３.５％、９時ごろが１１.２％、９時３０分ごろ

が１４.１％、１０時ごろが２４.７％、１０時３０分ごろが１８.２％、１１時ごろが

１１.８％、１１時３０分ごろが１１.２％、１２時以降が５.３％。 

 中学校１年生です。９時以前が２.５％、９時ごろが３.２％、９時３０分ごろが

８.２％、１０時ごろが２４.１％、１０時３０分ごろが２０.３％、１１時ごろが

２１.５％、１１時３０分ごろが１３.９％、１２時以降が６.３％。 

 中学校２年生です。９時以前が１.８％、９時ごろが４.２％、９時３０分ごろが

４.８％、１０時ごろが２０.４％、１０時３０分ごろが２５.１％、１１時ごろが

２３.４％、１１時３０分ごろが１３.８％、１２時以降が６.６％。 

 中学校３年生です。９時以前が１.７％、９時ごろが１.７％、９時３０分ごろが

２.８％、１０時ごろが１１.１％、１０時３０分ごろが２１.１％、１１時ごろが

２８.９％、１１時３０分ごろが２１.１％、１２時以降が１１.７％となっております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  こんなに乱れた生活をしているのかと、今、改めて聞いて、私

はびっくりしました。教育の基本は、早寝・早起き、そしてしっかりと３食を食べる。こ

れが、人間の生きる基本です。 

 それが教えられてないっていうことは、非常に、この混迷した日本社会の中で、高鍋町

も例に漏れず、要するに、私は、いつもお願いをしているんですが、やはり、子どもの貧

困というのは、こういったところから全部出てくるんですよ。 

 だから、こういうデータはしっかりと把握して、これを次の教育のステップに生かして

いかないと、こういうところを放置していたら、ますます高鍋町から優秀な人材を輩出す

ることができないと私は思うんです。 

 やはり、子どもは早寝・早起き、そして睡眠をしっかりととる。そして、脳に与える影

響っていうのがどんなものなのか、もう少し研究をしていただきたいと、私は要望をした

いと思います。 

 次の質問がありますので、次にいきますけれども、私は、やはり、就学援助以前の問題、
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やはり、子どもたちをしっかりと教育していく。そして、家庭教育をしっかりしていく。

家庭教育学級が、なかなか参加者が少ないということですが、先ほどＰＴＡも、なかなか

いろんな状況で、見えてないという状況がありますけれども、ＰＴＡを巻き込んで、しっ

かりと教育基本法の何たるかを示していく必要があるんじゃないかな。何のために示され

ているのか、なぜ日本の国では、９カ年の義務教育がなされているのか。その間に、しっ

かりと教育をさせてないということが、私たち議員にも責任があります。当然、町長、教

育長にも責任があると私は考えます。 

 できれば、１２時以降に寝るというのは、これはもうとんでもないことです。子どもの

脳が破壊されてしまいます。私、その間で、もう少し調査をしていただきたいのは、例え

ば、ゲームをしたりとか、いろんなことにはまってないか。そういうことも含めて、子ど

もたちの動向を注視していただきたいことを要望したいと思います。 

 次に、ＴＰＰの問題に入りたいと思います。 

 高鍋町の影響については、試算はできないということは理解できるんですが、まあ国だ

から関係ないということは言ってほしくないんですね。ＴＰＰへの農業者の不安を具体的

につかんでおられるのかをお伺いします。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（渡部 忠士君）  お答えいたします。 

 農業者の抱く不安といったものは、特につかんでおりません。また、現在のところ、相

談等も頂戴していないところでございます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  具体的にはつかまれていないということですね。例えば、農協

関係ではどのような部門がターゲットにされているのか、知り得た範囲で結構ですので答

弁をしていただきたいと思います。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（渡部 忠士君）  お答えいたします。 

 農協関係ではどのような部門がターゲットにされているのかというお尋ねでございます

けれども、農協関係では農産物の委託販売から全量買い取り販売への切りかえ、資材の購

買事業の縮小などといったものが、全農改革として示されているようでございます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  まあ、ちょっと答弁が違うんですよね。 

 何が、どこが、ターゲットにされているかなんですよ。これをしっかりと捉えていかな

いと、農協関係とのお話もできないわけですよね。 

 これは、簡保とか郵便貯金と同じで、金融部門がターゲットにされているわけですね、

ＴＰＰでは。そこをしっかりと押さえていかないと、農家の皆さんの生活に役立つ資金が、
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全てここでまっさらになってしまうと大変な問題になる。私は、それを一番心配している

んですよ。農産物の問題も、農家の皆さんが、各自、部会をつくって努力をされています

ので、ここは余り心配してないんですね。 

 だから、そういう面では、金融関係の保護ということでターゲットをきちっと絞ってあ

る。向こうは絞ってきてるわけだから、絞られないように、まあアメリカが参加しないと

いうことになれば、この、ここは絞りにくいだろうと思うんですが、ＴＰＰについては、

農家の皆さんへの機会をしっかりと伝えていただきたいと思います。 

 先ほど答弁がありましたが、小泉さんが農協などに対して全量買い取りなどと言われて

いるそうですが、具体的にはどのような立場で発言をされたり、その真意はどこにあるの

か、研究されておられるのかお伺いします。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（渡部 忠士君）  今、小泉さんというお名前が上がりましたんですけれど

も、自由民主党所属の小泉進次郎衆議院議員でございますね。自由民主党の農林部会長を

勤めておられ、自民党農林水産業骨太方針策定プロジェクトチームの委員長というお立場

での発言ということであろうかと思います。 

 全量買い取りという御発言ですけれども、政府与党が示しました農業競争力強化プログ

ラムの主な農協改革案全農改革の一つを提言として、御発言されたものと思われます。 

 全農が現在行っております農家からの農産物の委託販売から買い取り販売に移行するこ

とを求めたもので、これ以上農家にリスクを負わせるべきではなく、全農が自らリスクを

負って、買い取ってしっかり売り、農家の手取りをふやすような営業力をつけるべきとの

考えを示したものといわれております。発言の真意がどこにあるかということにつきまし

ては研究したことはございません。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  今までも農協は全量を買い取ろうと何度も試みたんです。でき

なかったんです。それは、売る先が加工できないから、加工できなかったんですよ。全量

買い取りができなかったんですよ。今さらできるはずがないじゃないですか。 

 そういうことを考えて、小泉進次郎さんは恐らくその辺のところがよくおわかりになっ

てらっしゃらない。自分たちが農協と全農等をしっかりと区分けしていくような形で、自

分たちが仕組みづくりをされたわけですから、全然、おわかりになってらっしゃらない。

だから、農協あたりはこの全量買い取りに対して、物すごく反発が強いですよ。 

 だから、そこ辺のところを各自治体はしっかりと把握しながら、国の政策と各自体でし

っかりと政策をまとめていかなきゃ、農家の皆さんを守っていくことはできないわけです

よ。あっちふらふら、こっちふらふらはできないわけですよ。 

 だから、そういうことを考えて、是非、いろんな人の言う言葉を注視していきながら、

どういう意図で、その真意はどこにあるのか、しっかりと捉えていきながら、高鍋町の農



- 31 - 

業政策を進めていくっていうことが、一番肝要だと思います。肝心だと思いますので、そ

このところはお願いをしたいと思います。 

 食の安心・安全については、学校給食を預かる教育長も非常に関心を持っておられると

思いますが、生徒の口に入る給食に関して、どのような考え方で臨まれているのかをお伺

いします。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  今、言われました食の安全・安心につきましては、学校はもち

ろんのことですが、食の安全・安心、これが第一と。安定供給を、まず、第一に考えてお

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  考え方はいいですか。教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  給食につきましては、子どもたちが口にするものですから、ま

ず、安全・安心が第一と、それと、安定供給を第二に考えております。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  答弁を意図的に避けられたんじゃないかなと、今、思いました

ね。その安全・安心を確保するために、じゃあ具体的にどのような給食の材料ですね、こ

れはどのような形で取り入れられていらっしゃいますか。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  給食用の食材等の納入につきましては、町内業者を優先して選

定しており、米や野菜、生鮮食品等について、可能な限り、地元産・県内産を納入してい

ただくようにお願いしております。 

 それから、肉や冷凍野菜、調味料について、一部輸入食品がありますが、納入の食材の

取り扱いにつきましては、納入業者に取り扱い要領を提示し、取り扱い品目によっては検

査結果書の提出を求めるなど、食品の衛生管理に万全を期しております。 

 また、納入時には必ず担当者が検収を行っているところです。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  じゃ、学校給食会からも入ると思いますが、検品などはどのよ

うにして行われているのかお伺いします。書類だけなのか、それとも、ちゃんと独自に食

べて、その産地のところに行ってとか、そういうところをお知らせください。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  宮崎県学校給食会のほうから、食材等を購入しておりま

すが、もちろん学校給食会のほうでは、年に何回か集まりまして試食会を行ったり、それ

から、どこの産地のものであるとか、そういったことも全て明らかにしていただいて、検

収・検品を行っているところでございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 
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○１２番（中村 末子君）  そこが、ＴＰＰが入ると、ひょっとすると安全でない食品が日

本で調理加工され、ルートがわからなくなるという恐れがあると私は思いますが、それは

ないですか。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  給食用の食材の納入につきましては、どこ産ということ

も含めて、今後も安全・安心を第一に考えまして、食材の生産地、ルート等については、

選定の際に必ず注目をしながら納入をしていきたいと思います。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  よく気をつけておかないと、これは報道で見る限りですので。

どこ産て、今、答弁されましたよね。このどこ産がわからなくなるんですよ、ＴＰＰでは。

書かなくていいようになりますから。そうなってくるとね、さっぱりわからない。どんな

農薬が入ってるのか、もうわからなくなってくる。 

 だから、遺伝子組み換えの大豆とか、遺伝子組み換えの給食に関しても、今は使ってな

いということだろうと思うんですが、それについても、もうわからなくなってくる。 

 やっぱ、このことが、一番心配であるということで、共産党のほうでは、そこに対する

学習会も、しっかりとしてきております。だから、私は、給食関係の皆さんは、ＴＰＰが

入ってきたら、こういう生産加工、加工されたものについても、どういった過程を経てく

るのか、生産地はどこであるのか。一体、農薬はどれぐらい入っているのか。それを、し

っかりと見極めていただくようなルートを、しっかりと確認をしていただき、そして、生

産地をしっかり確認していただくっていうことを、要望したいと思います。 

 次に、災害対策及び道路対策についてお伺いしたいと思います。 

 狭い道路は、町内いたるところで、クモの巣のようにあることが判明しました。地域で、

どうして狭いのかなどをしっかりと認識していただくのも、非常に重要だと考えます。高

鍋町には、行政事務連絡員制度がありますが、この方々が災害時にはどのような対策を立

てたらいいのか、要望はきているんでしょうか。また、そういう認識を持って相談をされ

ているかどうかをお伺いします。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  総務課といたしましては、防災に関する出前講座等を通じま

して、各地区の公民館長さんと、災害対策についての意見を交換する機会がよくございま

すが、安全な避難通路についての相談も受けることはございます。 

 先ほど町長答弁でも申しましたとおり、今後は、地域の皆さんと一緒になって、ハザー

ドマップですね、地震ハザードマップ等を活用するなどして、その地域に応じた短時間で

安全に避難できる経路の検討等を個別に行っていくということに、必要があると思ってお

ります。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  狭小道路に関して、住民同士のお話し合いができたほうがいい
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と私は考えますけれども、災害対策などの意味合いで検証、お話をされたい地域はあるの

かどうかをお伺いします。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  災害対策という意味での狭小道路の話し合いをした地域

はございません。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  災害時には、徒歩ていうのが一番ということでありましたけれ

ども、車での移動も視野に入れていいということで、国のほうの政策では決まってきまし

たよね。 

 そこで、お伺いしたいと思うんですが、今まで、避難訓練などを行った地域では、車で

の避難を視野に入れたほうがよいと考えられる地域は、上のほうの台地を除いて、津波が

ひょっとして来るのではないかと予想をされる地域について、全てで行われているのかど

うかをお伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  地震によって津波が発生した場合ということで、想定でお答

えいたしますけども、国における検討段階では、平時からの車の通行量が少なくて、自動

車による避難を行っても問題が生じない地域においては、徒歩避難が可能であっても自動

車を選択することもあり得るでしょうとなってます。が、そうではない地域では、徒歩避

難の原則に従うというふうにされております。自動車による避難は、あくまでも例外事項

だという、一応、取り扱いになっております。 

 本町の想定でいきますと、津波の到達時間が約２０分で歩行速度を１分間に３０メート

ルと計算した場合、それが避難可能な距離ということになりまして、単純計算では

６００メートルが避難できる範囲というふうになりますが、この結果からの蚊口西の二地

区と、その樋渡地区の一部に、今回、避難タワー等つけ据えいたしますが、それ以外の地

域につきましては、津波の到達時間までに、避難対象外地区ですね、その外、もしくは避

難ビル等への避難が可能だということで見ております。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  それでは、車の避難世帯は何％となる見込みか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  本町における津波の浸水想定地区における世帯数は、約

２,８００世帯ございます。自動車による避難を行っても問題が生じない地域にある世帯

は、約２００世帯かなということでなっております。 

 したがいまして、町内全体で考えますと、その全体で８,６５０世帯のうち２００世帯

ということになりますので、世帯数から言いますと２％程度かなと思っております。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 
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○１２番（中村 末子君）  学校の避難に関しては、屋上避難場所もできましたが、スキー

ムは、要するに流れはどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  学校の避難につきましては、一時避難場所としまして、

東中学校を除いて、それぞれの学校の屋上避難施設に避難するということになっておりま

す。 

 学校内におきましては、例えば東小学校では２年・３年は第３棟の屋上、１年・４年が

第２棟の屋上、６年生は第１棟の屋上、５年生は第４棟屋上というふうにそれぞれ計画を

されております。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  保護者との連絡及び安全確認作業は、確認されているんでしょ

うか。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  保護者との連絡ということなんですけれども、津波警報

の解除までは屋上避難施設にとどまりまして、解除後に緊急連絡網を使いまして、保護者

の方に迎えに来ていただくよういたします。その引き渡し手順にしたがいまして、児童引

き渡しカードを使いながら、保護者のほうへ引き渡していくというふうに計画がされてお

ります。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  とにかく、災害時についてはいろんな想定外というのがいっぱ

い出てくると考えますが、１０月１６日の訓練ではそのようなところについてはどうだっ

たのかお伺いします。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  今回の訓練でございますが、宮崎県と連動いたしまして、災

害対策本部運営訓練を実施したところでございます。 

 これは、図上訓練として実施したものでございますが、具体的に申し上げますと、状況

を付与する立場のものが、応急対策を検討する立場のものに対して、時系列的にさまざま

な状況に付しまして、それを受けた者がその都度対策を考え、実行するといったような訓

練になっております。被害想定に基づくシナリオがあらかじめ決まっているのですが、幾

つか想定外の状況が付与されることになっております。 

 今回の例でいきますと、遺体安置所の保冷剤等が不足しているので、どこか冷凍・冷蔵

庫のような場所がないかとか、ほかの自治体で遺体を受け入れる余裕があるところはない

かとか、川南町のごみ集積所において人員が不足しているので応援をお願いできないかと

か、そういう想定外の状況を付与して、今回の訓練を行ったところもございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  登壇して質問をしたんですが、やはり、トリアージも行われた
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ようなんですね。で、そのときでも、お医者さんの話では、何かこう味気なかったという

言い方とは悪いんですけど、これ以降が、まあこの人を病院に送っても、こういう想定が

できるよとかいうことが、そこのお医者さんの考えの中ではあったみたいなんですけど、

その場で判断しなきゃいけないっていうことで、カードの色によって、もう選択がしなけ

ればならないということで、医者としては、非常に大変だったというお話を聞いたんです

ね。 

 だから、そういうことも含めて、反省点ていうか、一応、考えていかなければならない

こと、例えば、想定できるお医者さんであれば、これを放置していたら、例えば、血栓が

脳に詰まってどうたらこうたらっていうことになっていくような状況が確認できるのであ

れば、やはり、そこはそこで、いろんな方法があるんじゃないかなと、私は思うんですよ

ね。 

 だから、それから考えたときに、トリアージに関してもそうです、ほかの想定について

もそうなんですが、やはり想定外ではなくて、災害のときには、やはりこういう訓練を重

ねていく中で、想定外をできるだけ縮小していくというかね、そういう必要があるんじゃ

ないかなと思うんですよ。 

 だから、１０月１６日ていうのは、県が、やはり、大々的に全体でやった関係で、高鍋

町独自でやってるというわけではありませんので、その辺のところがどうしたらいいかと

いうところの反省点を含めて自分たち、だから、だけど県が来てするわけではありません

から、災害が起きたときに自分たちで考えて、自分たちで行動しなきゃいけないわけです

よね。だから、そこの訓練だったんだろうと、私は思うんですが。 

 そういうときに、先ほど、やはり、安置所の問題とかいろんな問題ね。例えば、そうい

う御遺体に関しては、いろんな専門家の方もいらっしゃいます、いろんなところもありま

す。だから、そこも、やはり、いろんなことを相談していきながら、いろんな人を巻き込

んでいきながら、できるだけ想定外をなくしていく努力っていうのが、私は必要なんじゃ

ないかなと思いますが、それについてはどうなんでしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  今回の訓練を通じてですけど、与えられた情報のです。これ、

情報が入っておりますので、共有と、あと正確な分析、それと、関係機関との調整、それ

と臨機応変な災害応急対策の立案ていいますか、調整といった部分が重要になるというこ

とは、今回の訓練で改めて認識したところでございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  それでは、最後に、竹鳩の潜水橋の架け替えの問題、これはや

っぱり予算的に大変厳しいと思っていらっしゃるんだろうと思うんですね。 

 ところが、私が聞いたお話が、こういうお話がありました。木城町の町側から、木城町

の町側ですね、高鍋・木城線にある高城橋ですね、これを架け替える相談をするときに、

竹鳩の潜水橋を迂回路線の橋として利用できるから、そのときに整備することを申し出た
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らいいのではないかと、そう言われたんですね。 

 私は、そういうお話は誰からも聞いたことがない初めてのことでしたので、そういうこ

とが、実際、迂回路として潜水橋ができるのかどうかっていうところを、ちょっと確認だ

けさせていただきたいと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  今、議員が申された代替道路というか、迂回路としての

話を聞いたことはございません。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  聞いたことはないということなんですけど、高城橋を架け替え

るときに、竹鳩の潜水橋が迂回路として利用できるかどうか、それが可能かどうかを、ち

ょっと知りたいんですよ。いや、可能であるということになれば、私もその人の話がまん

ざら嘘でもないかなと思ったりする場合があると思うんですよ。だから、そのことをお知

らせ願いたいと思います。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  竹鳩橋につきましては、２トン以上を規制しております

ので、高城橋は大型も通れますけれども、そういう意味では、全ての車両が迂回路にでき

るとは考えておりません。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  やはり、その方がそういうふうにおっしゃるというのは、根拠

があるのかなというふうに思ったりするもんだから、私は確認をしたわけですよ。私はで

きないと思ってますよ、基本的に迂回路としては利用できないと思ってます。 

 だから、私は、いろんなそういう話がまことしやかに流れてると。だから、高鍋町は、

町長を始め議員も努力をしてないんじゃないかというお話が、時々出てくるわけですよ。 

 だから、私は、そういう話がちまたで流れることについて非常に困惑しています。私は、

今まで、きょうは就学援助の問題からいろんな質問をしてまいりました。それもこれも、

皆さん町民の願いであり、町民の皆さんが切に希望されていることです。 

 是非、町長を初め、教育長もこのことを十分に考慮に入れていただき、できれば前向き

な答弁をいただけたら本当によかったと思うんですが、次の機会にまた質問をいたします

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  これで、中村末子議員の一般質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩いたします。１１時３０分より再開いたします。 

午前11時18分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時29分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 
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日程第２．一般質問 

○議長（永友 良和）  次に、１４番、黒木正建議員の質問を許します。 

○１４番（黒木 正建君）  おはようございます。私は、町民が主役のまちづくり事業につ

いて、３項目についてお伺いいたします。 

 まず、現在取り組んでいる３つの事業、これは高鍋駅及び周辺の整備、竹鳩橋の建て替

え、ふるさと納税について、その進捗状況とその問題点及び方策についてお伺いします。 

 ２項目めは、町長就任中に完了しておきたい事業及び次期町長に継続してもらいたい事

業等についてお伺いします。 

 ３項目めは、１２年間の在任期間を終えるに当たって、町発展のために、次期町長に期

待する事業等についてお伺いいたします。 

 なお、詳細につきましては、発言者席でお伺いします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  お答えいたします。 

 まず、高鍋駅舎の改修についてでございますが、事業の進捗につきましては、６月議会

での答弁と重複する部分もございますが、現在もＪＲとの定期的な意見交換や協議等を継

続している段階であり、現時点で大きな進展には至っていない状況でございます。事業実

施に当たっての問題は、もろもろございますが、整備費用とそれに伴い将来的に発生する

こととなる維持管理に係る経費の確保が、最大の課題と考えております。 

 これらの課題に対しまして、地域の住民や企業等との協働により、多様な視点から、効

率律的・効果的な手法を模索し、本格的な実施につなげていく必要があると考えておりま

す。 

 次に、竹鳩橋の架け替えにつきましては、皆様御存じのとおり、長年、国へ架け替えの

要望を続けてまいりましたが、事業化が困難と判断したため、町が事業主体となり計画を

進めることとなりました。 

 そのような中、平成２５年９月に、国及び県の関係部署からも参加をいただきながら、

高鍋地区道路検討会を立ち上げ、竹鳩橋の架け替えの検討が本格化したところであります。

ルートや橋の構造、施工方法などを検討して、事業費の縮減を図っていただいているとこ

ろでございます。 

 今後、事業費の概算等が算出されることとなりますが、莫大な事業費になりますことは

間違いなく、また、橋の架け替えには相当な年数が必要となります。そのため、事業着手

には、財政シミュレーション等を行い、将来、財政逼迫を引き起こさないと判断した段階

でないと着手できないと考えております。現在のところ、着工のめどは立っておりません。

今後も、これまで継続してまいりました財政的支援策の要望を継続していかなければなら

ないと考えております。 

 次に、ふるさと納税についてでございますが、ふるさと納税による寄附実績につきまし

ては、平成２８年４月から９月までの期間で１,１３１件、１,５０８万円となっており、
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前年度総額の６８％に達しております。 

 また、楽天ふるさと納税の受付を開始しました１０月には１,４３０件、２,４２５万円

の申し込みがあり、１１月につきましても５,６１０件、８,８５４万円と、大幅に増加し

てる状況にあります。 

 次に、町長就任中に完了しておきたい事業及び次期町長に継続してもらいたい事業につ

いてでございますが、私の公約と総合計画に則り、私は、これまで限られた財源の中で取

捨選択しながら、私が特に重要であると信ずる事業施策を、長期的な視点に立って展開し

てまいりました。 

 したがいまして、任期中に完結できる事業は全うし、継続的な事業につきましては、次

期町長にも、ぜひ、継続していただきたいと考えております。町政は継続でありますので、

計画等の適切な見直しを進めながら、今後も住民サービス向上のため、また新たな視点か

らも事業を展開していただければと考えております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  高鍋駅、整備するに、あの周辺整備ですね、これは前から何回

も出してるとこなんですけど、御存じのように、高鍋駅舎というのは非常に古くて、大正

９年に建てられたっちゅうことで、それから１０年おきに補修等をやって現在に至ってる

という状況なんですけど、新基準である耐震診断等におきましては、当然、不適格建築物

ということで、既存不適格建築物ということで位置づけられているのが現状であります。 

 で、ましてや、非常に利用者も多くて、地域住民の方たちからも、非常に高齢社会を迎

えるに当たって、食ですね、食べ物、これは毎日扱うわけなんですけど、そこ辺の売店を

使っての利用できるようなと、そういう要望が一番多いわけなんですけど、駅整備しても

らうちゅうことで、それはまあ駅舎の改装とかそういうので出てくるんですけど、現在、

高鍋駅も乗車人員というのが非常に多いんですけど、そしてまた、特急急行を、これを利

用している方も非常に多い。そういった点ていうのを、どういうふうに承知しておられる

かお聞きします。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  高鍋駅舎、駅ですね。乗降客が９００人余りと思ってお

ります。特急とか急行もとまる本数が多く、あすこ、とまるわけですけど、七十数本が、

あすこ、高鍋駅にとまるということになっておりまして、このように乗降客が多いという

ことであります。 

 それで、高鍋駅舎の整備に関する基本計画策定懇話会というのを、２６年度に設置をし

ましたけど、そのときの中で、やはり、飲食店等が入ったほうがいいんじゃないかとか、

そういうところもあって、物販スペースとか待合カフェというようなところで、そういう

機能を持たしたほうがいいんじゃないかという提言をいただいているとこではございます。 

 以上でございます。 
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○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  只今言われましたように、特急快速とかそういうとまるとこで

は、県内では７番目ちゅうことに位置づけされてるようであります。 

 只今の懇話会の話が出ましたけど、平成２５年に、その防災計画とかそういうのが国・

県のほうからいろいろ指示等をされまして、高鍋町でも、平成２６年に、高鍋駅の基本計

画、その懇話会というのを、１０名ということで、いろいろ発足してやってるんですけど、

２６年に２回ほどやってます。 

 で、２６年１回、２７年に１回ということで３月が３回目になるんですけど、その中で、

高鍋駅、駅舎ですね、これをどうするかということで、会員が１０名ということで、いろ

んな議論をされて、高鍋駅をどうするか、その理想像といいますか、そういうのが練り上

げられたわけなんですけど。 

 で、あとは、町側のほうで、それをどういうふうに活用するか、そしてまた、いつごろ

にそういう実現するような、そういう計画とか、そういうのは出せるかというとこまでい

ってるんじゃないかと思うんですよ。 

 今回、質問したというのは、そういった２７年の３月に３回終わって、あと、いろんな、

そのコンサル会社に頼んだりとか、すばらしい、そういう計画案ができてます。実際、金

もあんまり言わんほうがいいかしれんけど、６０４万８,０００円かけて、すばらしいそ

ういう案が立ってます。 

 そういう計画からの前に進んでないんじゃないかということで、今回、質問を出したん

ですけど。で、また非常に、情報が、私もその駅前、蚊口なんですけど、おりながら非常

に情報が入ってこない、または流れてこない、そういったのが現実で、そういったのを、

すばらしい計画案が３案ですね、Ａ案、Ｂ案、Ｂ案が１、２とあるんですけど、３案。 

 で、これ全て、避難ビル等は、Ａ案は避難ビルを設定したと。あとＢ、Ｃは、その分棟

型、ちょっと離れて。だから、計画では駅をちょっと、待合室とかそういうとこを抜けて、

そこに併設してから避難タワーをつくるちゅうことで、その３案あるうち、まあ４案にな

るんですけど、それは全て避難ビル、避難タワーをセットした、そういう案になってるん

ですよね。 

 そういう単独の避難ビル等に関しては、３分の２補助が出るということでなってるんで

すけど、その後どういうふうに町のほうがすばらしい理想案といいますか、そういうのが

でき上がってるんですが、それに対してどういうふうな進め方をしているのか、検討をし

ているのか、そこ辺をぜひお伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  懇話会です、３案、議員が申されるようにあったわけで

すけど、分棟案、避難タワーを設置する案、横に避難タワーをつくる、駅舎とは別につく

る案とか、そういうのが出ておるわけですけど。この避難タワーにつきましては、今現在、

別な特定避難困難地域の解消のために、避難タワーを蚊口保育園の跡と樋渡のほうにつく
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るという案をつくっております。 

 これは、やはり国が示した特定避難困難地域ということからはじき出された場所であり

まして、蚊口の駅舎でも避難タワーの設置の要望があったらいいなということで出ておる

わけですけど、これはこちらとして、それはそれとして検討していかなけりゃならない課

題かなと思っておるところであります。 

○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  蚊口保育園のほうに避難タワーをということで、すばらしいこ

とであるし、ぜひやってもらいたいと思うし、私も古港のほうのあの堤防は何回か一般質

問で出したんですけど、大淀開発とか増田工務店さんたちが、あそこ堤防のところの高波

対策として、堤防のかさ上げからコンクリート張りとかそういうのをやっていて、国鉄の

所有地があるところだけができてなくて、あそこが堤防が決壊したら宝酒造辺あたりはも

う水没まで行きませんけど、大変な被害をこうむるということで、何回も一般質問で出し

てきたところなんですけど、そこは現在、工事に入って今やっているところなんですけど、

３月いっぱいぐらいにはできるということで喜んでいるところなんですけど。 

 蚊口保育園跡地は、もうそういうボーリング検査とか、いろいろ終わってますよね。非

常に、やってもらえれば、どんどんつくってもらったほうが結構なんです。駅もそういっ

た避難タワーとか、そういうのが多ければ多いほど越したことはないんですけど、駅のほ

うがなかなか進展してないんじゃないかと思うんです。先が見えないちゅうか。そういっ

た計画案とかそういうのも、なかなか恐らく議員のみんなも中の内容はわかっていないん

じゃないかと思うんです。ただ情報が流れていないから。そういうふうに感じるんですけ

ど、そこ辺の周知徹底、今後の方向性、方策、そこ辺を情報を流してもらいたいと思うん

です。 

 そういった、先ほど申したように蚊口の人たちでもですけど、いろんなアンケート等が

今度の計画案でとってあるんですけど、そういった食べ物とか喫茶、いろんなミニ図書館

とか、そういうのもいろんな要望が出たようですけど。 

 っていうのが、先ほど何回か申しましたけど、その計画案が出てから、その後が全然進

展してないんじゃないかと。なぜ進展してないのか、どういう原因があって進展してない

のか、そこ辺を具体的に教えてもらうといい、教えてもらうというか、どうなっているの

か言ってもらいたいと思います。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  まず、避難タワーにつきましては、さっき申し上げましたと

おり、そういうことというか要望があっているのは承知しておりますが、避難タワーその

ものにつきましては、国の補助でないとなかなか財源的にもということで、もう今のとこ

ろ補助がいただけるのは、今計画しております蚊口西の二で、蚊口保育園の跡と樋渡の

２箇所については補助になりますが、そのほかのところに建設しようとすれば補助なしと

いいますか、一般財源で対応するということになっておりますので、先ほど政策推進課長
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が申し上げましたとおり、それはまた別の計画でというようなことに、避難タワーの話で

いくとそういうことになろうかと思います。 

○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  そういうことを、そういう情報を流してもらいたいと思うし、

それで、例えば駅のほうが補助が対象にならない、もう２箇所できるようになっています

から、だったら、それなりにまた計画変更もあり得るんじゃないかと思うんです。そうい

うのはないんですか。実際、避難タワーをもう駅のほうもつけてやるっちゅうあれですか。 

 ４案とも全部入っているから、入っているということで計画建てられたと思うんです。

もしそれを離すとしたら、また計画をやり直さんといかんでしょう。そういう予算的にも

非常に大きいですよね。もう、そのＡ、Ｂ、Ｃとかずっと入れたら２億越すぐらいの金額

になるじゃないですか。そこ辺の進んだ検討とか、そういうのをやっていないのかなって

思うわけなんです。そういうのが片づかんから、ずっと延び延びしてきているんじゃない

かと思うんですけど、そこ辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  ちょっとしばらく休憩します。 

午前11時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時50分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。 

 副町長。 

○副町長（川野 文明君）  避難タワーにつきましては、もうずっと何回も言っているんで

すが、今の蚊口保育園の跡地と樋渡ですね、そこしかできません。国の補助事業では。蚊

口駅舎の跡に避難タワーをつくるというのは、補助事業ではないんです。ですから、いわ

ゆる避難タワーの件については、今から設計変更してどうこうするということもできませ

ん。いわゆる特定避難困難地域というのが指定されておりまして、これはもう国のあれで

決まっているんです。ですから、そこについては今の蚊口駅舎のところは該当しませんの

で、避難タワーについてはそれの該当する蚊口保育園跡地と樋渡のコスモス薬品の裏にな

りますか、その２箇所というのをもう国に申請していろんな計画を立てて実行するように

なっております。 

 で、さっき政策推進課長が答えましたのは、高鍋駅舎基本計画懇話会で２７年３月にこ

ういう提言書で出てきている分の３つということだろうと思います。で、これについても、

これは懇話会のほうから提言は出てきておりますが、町といたしましては、今、黒木議員

から御質問あったように地域の振興策とかいろいろ考えて、例えば、いろんなところを調

べております。三股駅とか日向駅とか、そういうとこも、いわゆる地域コミュニティー事

業の施設の一環として国の補助事業等を導入しながら、まあ、日向あたりもですかね、い

ろいろあってますが、どうもそれをずっと今検討しておりますが、高鍋町については今の

ところ、そういう該当する事業が、今のところですよ、きょう現在でありませんので。じ
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ゃあ、さっき言いましたように、それを町単独事業でやるかとなると、やっぱり規模が億

単位の金ですので、それを右から左にじゃあこういう形でやりましょうということになか

なか進めないと。ただ、検討は、何かの国の特別な事業でも、例えば地方創生に絡む事業

でもないかということでも検討しました。 

 しかし、その建物とか箱物というのは、この地方創生については大体、人、モノですか

ら、人材育成とかそういうことには非常に使えるお金はいろいろあるんですが、なかなか

箱物については難しいようです。 

 ですが、やはり今の蚊口地区の住民とかそういうことから考えれば、今ある物品売り場、

野菜とか、ああいう、そういう売り場とか、ちっちゃなコミュニティー、ちょっと高齢者

が集える場所とか、喫茶店みたいな形です、そういうのがあるのが望ましい形だというの

は、庁舎内でもいつも話し合いながら、じゃあそれを達成するためにはどこからどういう

事業を引っ張ってくるかということで、今、各職員いろいろ頭を使いながら情報をとって

おるところで、だから今すぐこういう形でやりますは、まずない。一番最初は、津波避難

タワーでも設置できれば、それに合わせた形でも何とかできるかなという考えもあったん

ですが、それはもう無理だということがはっきりしてますので、それではできませんので、

じゃあこの事業でこれをやりますということは現時点では正式に言えないと。こういう形

でやりましょうというのがです。 

 ですから、今後、この懇話会の提言もありますので、それを踏まえた上で、じゃあどう

いう形でどういう規模で高鍋駅舎の改修、もちろん買い取りですよね、買い取り、改修。

それから、土地もあるんですよね、国有地ですから。買い取るから土地をそのままくださ

いよということにも、まず国の場合、まあ、町の場合でもそう、そう簡単にはいきません

ので、土地とか建物とかそういうのも考えて、今そこを詳細な形で、今後おっしゃるとお

り、地元としてはどんげなっちょっとやろうかいと、あれはいつまでも言うたきり何もせ

んがというふうに思われるかもしれませんが、そうではなくて、それを発信しないからそ

れが悪いんだと言われれば、質問にもございましたけどそうではなくて、現実的にはそう

いう形でいろんな方向で計画を実現するために業務は進めているというのが現時点のお答

えです。 

○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  駅の方は、補助やら、もう適用されないと、両方あれですね。

（「避難タワーの」と呼ぶ者あり）タワーの。いろいろ基準的に蚊口保育園のところが合

致すると。そういう避難タワー、いろいろな諸条件に合わせて、高鍋町内の、そこ辺はわ

かるわけです。わかるけど、先ほど申したように、その計画のところで最終的な３案まで

１回２回３回あってるじゃないですか。その中で、タワーやら、もうセットで入ってるじ

ゃないですか。それ今あるでしょ。（「はい」と呼ぶ者あり）入ってるでしょ。それがみ

んな、何というか、集計したみんな３回の総まとめですわね。いろいろと、いろんな人た

ちが入って、そういう知恵を絞り出してできたやつじゃないですか。 
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 で、駅のほうでは無理ちゅうことであれば、それは予算的なもの、先ほど言ったように

案を見てみると、２億とか２億ちょっとするくらい出てますね。非常に高額的なあれなん

ですけど。だから、そこ辺もこっちも生きてる、こっちも生きてる、どっちも、建設ので

す、それはそれで。だから、そういう案が出てきているけど、それはちょっと無理だった

ら無理だとか、そこ辺をある程度示してもらわんと両方建つんだろうかって思うじゃない

ですか、やっぱ。思わんですか。 

 蚊口保育園はもう建つって、もう新聞に報道されてるし、そっちはそっちで。それを見

てない人はわからんけど、それを見た人はこういう案が最終に出ているんだなと思うじゃ

ないですか、やっぱ。そんげ思わんですか。そっちが無理だったら、もう、それを見たら、

そういうあれが出ているんだなと、計画立案してあるんだなってやっぱり思うでしょう。

何か話があれかな、わからん、言いよることが。 

 普通やったら、こっちやればこっちがだめだと、そういう二者択一とか、そういうのが

出てきたらするじゃないですか。だから、そこ辺のあれが、２７年の３月で３回目が終わ

ったんですけど、その以降がどうなっているかわからんから、今回そういうのを質問して

いるわけなんです。駅の概要から乗車人員から、そこ辺ずっと出して。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  今、言われることは十分わかるんですが、駅舎をつくるときに確

かに駐車場、あれを高くしてつくろうとかいう話が出ました。これ、提言をいただきまし

て、人が出入りするところだからということで避難タワーということはここでは書いてい

ただきましたけど。 

 しかし、避難タワーは蚊口にはある程度の３階以上の高い建物があるということで、総

務省から蚊口地区、あの近辺じゃなくて保育園あたりということが、何かＧＰＳで見れる

そうです、ちゃんと今、衛星を通して。で、この辺でないといかんということが出まして、

そういうふうな避難タワーについてはお話をしたという、以外にもちゃんとお話をたしか

してあるはずです。 

 駅舎につきましては買い取ってからですから、そういうことをまた、るるお話ししてい

かないかんということで計画せないかんということですね。これは、あくまでも提言であ

りますから、これを元にしてこれを離していくということで。避難タワーにつきましては、

地域の人にも保育園のところでということで了解を得ておると思いますので、確かに。そ

ういうことです。 

○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  先ほどから言うように、避難タワーが幾らあってもいいわけで

す。ただ、予算的なあれです。蚊口保育園はもう建てるということで新聞等も報道されて、

そして駅のほうが無理だったら無理と、そこ辺の情報が全然、そこ辺の進捗状況がどんげ

なっちょっとかちゅうのを質問しているわけです。だから、そういうのを無理だったら無

理だとか、そこ辺。 
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 まして、今、町長が提言したとかそういうのが、最終的な仕上がりのあれが出ておれば、

そういうのを配布して見てもらうとかですよ。恐らく議員でもそういうのを見ている人は

ほとんどいないんじゃないですか。どこに配られたのかわからんけど。正直言って、私も

ポストに１週間ぐらい前にそれが入れてあって詳細についてわかったような状況です。だ

から、やっぱりそれだけ金かけてやってるんだったら、ある程度そういった、ある程度ち

ゅうわけがなくて、議員なんかにも配付してもらってやっていかないと、内輪だけでやっ

とってその情報がわからないし、どんななっているのか、そこ辺をだから一般質問したわ

けです。 

 だから、避難タワーをどうのこうの減らせとかふやせとか、まあ、ふやすに越したこと

はないというのは、幾らあってもいいわけです。だから、それは危険性があるから、あそ

こで先ほどから申したように、堤防の問題、国土交通省のやかましいちゅうか、盛んにせ

っついちょったのは、そういうことをやっと実現今していますということなんです。だか

ら、そこ辺はもうちょっと進捗状況を情報を発信してもらいたい分は、知っちょる人は知

っちょる、知らん人がほとんどだと思うんです、蚊口の人でも。 

 まして、私なんか毎日駅辺周辺見ているから、そういう駅前整備とか、駅舎だけじゃな

くて前のロータリー問題とか駐車場の問題とか、いろんな問題があるわけです。だから、

ある程度そこ辺も、やるときにはいろいろな意見を出し合ってやっていかないと、一部の

あれでやっていったら後で問題になってくると思うし。 

 いまだに、だから高鍋ロータリー問題も平成七、八年ごろからもう出ている問題ですよ。

いまだに賛否両論分かれて、前に進展していない状況なんです。そういうとこも含めて、

今後そういった進捗状況等も随時やっぱ、まあ、本当は全員とか住民にしてもらいたいん

ですけど、そういうとこ辺も考えてぜひ情報を発信していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  ロータリー問題は、あれは取り除かないということに私ははっき

り言ったと思いますよ。なぜかと。あれは、隣のあっこに駐車場をつくっても危ないとい

うことで、ある特定の人があっこに花を植えたり、いろいろしていただきましたので、こ

れがないほうがいいということを言われましたが、あれがあるから駅に突っ込んだり何た

りしてませんので。そういうことで、ロータリーに外灯をつけていただいたりして、あっ

こを守っていこうということで、私はお話をしたと思いますが。 

 それから、先ほどの駅舎の問題もですが、避難タワーの問題もですが、避難タワーの問

題は、ちゃんと公民館長あたりにもお話がしてあると思います。ですから、蚊口保育園じ

ゃなくてもこっちにつくったらという話もされた人がいらっしゃるそうですけど、先ほど

言ったように、こっちのほうでは補助が出ないということでお話をしているということで

ございますので。また駅舎の中につくろうとするなら、またそういう計画を出ているよう

に思案をしながら、また議論を中の、今の内部のことも議員が申されたように、それはみ
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んなうちの職員も考えていると思いますので、その辺をまたお話はしながらやっていかな

きゃいかんと思っております。 

 公民館長とか、大体お話がしてありますので、その辺は意思が私たちが全部に話すんじ

ゃなくて、そういうところは公民館長の方々から事務連絡員に、事務連絡員の方から周知

をしていただくといいかなと私は思っておりますが、そうでないと、一々やってもなかな

か集まっていただけないということもございますので、地区は地区でやっぱり頑張ってや

っていただけたらと思います。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  公民館長のほうから聞くのもそりゃいいことですけど、議会や

らでこういう問題が出たりしているんだったら、やっぱり議員の中にも報告すべきだと思

うんです。だから、公民館長からそういう話をそりゃ聞いているかっていったら、ほとん

どやっぱり聞いていないんじゃないかと思うんです。だから、一部だけそういうあれする

んじゃなくて、やっぱり議会っちゅうのがあるんですから、議員のほうにもそういう問題

が議会で論議されているわけですから、そういったのも情報は流してもらいたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  それでは、途中ですけど、ここでしばらく休憩をはさみたいと思い

ます。午後１時１０分より再開いたします。 

午後０時05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時09分再開 

○議長（永友 良和）  それでは、午前中に引き続きまして再開いたします。 

 黒木正建議員の質問を許します。 

○１４番（黒木 正建君）  １４番。竹鳩橋について質問させていただきます。 

 この竹鳩橋の架け替えについては、何度も昔から出ている状況なんですけど、この竹鳩

橋というのは、ちょっと調べてみますと、昭和３４年３月に全長２１６メートル幅員

２.９メートルとして、平成４年度に転落防止用のガードロープが設置されたということ

で、６１年に竹鳩、切原の住民の方たちが建設大臣を呼んで、架け替えの陳情を行ったと

いうふうに記録が残っております。恐らく江藤隆美大臣じゃないかと思います。ちょうど

私も議員になった、平成７年の３月議会で、私も一週間ぐらい、あそこ朝昼晩３回ぐらい

橋の下で交通量を、新人でしたので動かんといかんというようなこともあって、交通量調

査やらを行ったことがあります。あそこの堤防からバイクで落ちた人とか、その後、小学

生が帽子を落として、川にですね、高鍋高校生、男の子ですけど、入って行って帽子を取

ってやったということで、美談ということで、宮日新聞なんかに報道された記憶がありま

す。皆さんも覚えている人がいるかもしれませんけど。それで、そのときに架け替えとい
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うのも平成７年に出したんですけど、非常に難しいということで、そしたら中学生なんか

が下校中、暗いので両岸のほうに照明灯、防犯灯を兼ねた、そういうのを設置してくれと

いうことで要望したことがあります。しかし、やっぱり建設省のほうで敷地内にそういう

電柱とか工作物等は設置できないということで許可が出なかったんですけど、距離が何し

ろありますので照明灯で照らしてもなかなか届かないと。そして保護ロープ等を調べたら、

全然、機能していないような状況で、たるんでしもうてですね。そこ辺、修理してもらっ

てやってもらった経過があるんですけど。今回、架け替えに５案が出てるようですけど、

その中の２つの案を検討されてるようです。もちろん２０億円の後半というような数字が

出てますけど、５５％ですか補助、４５％をということになってるようですけど、架け替

えの、もちろん最初から事業計画を立てたりとか、そうして、それから審査やらあったり

して、工事やらに進むわけでしょうけど、その完成まで、もぐり橋どうするかというよう

な、昔からいろいろ出てるんですけど、そこら辺の工程と言いますか、めどと言いますか、

そういうのでもわかりましたら答弁願いたいと思います。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。架け替えを決定しまして、国の予算がつ

き始めてから、あくまで参考ですけど８年から１０年はかかると思います。あくまでこれ

は参考であり、調査、設計、予算の配分等により変わる可能性がありますけど、一応、参

考として申し述べたいと思います。 

○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  １５年ぐらいかかるんじゃないかなという感じがするんですけ

ど、いろいろ、そのときの経済動向とか、そういった資材等の高騰とか、安くなることも

あるでしょうけど、そういったいろいろと、そういう状況になるんじゃないかなという感

じがするんですけど、実際、一般の町民の人たちは、そこ辺が１０年越すくらいかかるん

じゃないだろうかというような、あんまり考えてないんじゃないかな思うんですよ、いろ

んな話聞いてみると何かすぐにでもできるような感じ。新富辺の橋なんかも相当こつこつ、

そういった事業でやってきたようです。当然、１０数年かかるんだったらその間に、現在

あるもぐり橋、古くなったりしますよね、だから当然、その維持管理というのが必要にな

ってくると思うんですけど、ここ３年ぐらいの間どのぐらい維持管理費というのはかかっ

てるんですか。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。過去３年で約２,１００万円程度入って

おります。 

○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  年間、大体７００万円ぐらいということですかね。１０年ぐら

いすると１億円ぐらいかかるんじゃないですか、維持管理費でですね。毎年、台風等が来

た場合に、上流からの流木等が引っかかったりとか、基礎部辺が欠けていたりとか、そう



- 47 - 

いうのが目につくんですけど、今、事業年数というのを答弁していただいたんですけど、

先にしたから安くなるという、はっきりしてるとこはですよ、いろいろ検討すれば、安上

がりにできるんじゃないかというのがはっきりとした確定があるんだったら別ですけど、

なかなかそこがはっきりしないんだったら、無理してでも早く取りかかったほうがいいん

じゃないかというのも、素人考えですけど、専門家でもありませんので、そこ辺はどう思

われますか。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。当初の町長の答弁にもございましたよう

に、一番のネックは財政負担ということでございますので、町としましては、大変重要な

橋ですので、架け替えは必要だと考えてるんですけれども、その点が解決できないとなか

なか着工できないと考えております。 

○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  一番いいのは、もぐり橋はもぐり橋で残せるもんだったら残し

て、そういう維持管理、金はかかりますけど、残して、新しく橋をつくるのが一番いいん

でしょうけど、前に、行政調査で、四国、四万十川ですね、あそこ何回か行ったことがあ

るんです。あそこも何本かあります潜水橋、ちょっと幅が広くて、もちろん車なんか通ら

なくて、川も浅くて、子どもたちが潜水橋のところに足をかけて、そういう状況で、立派

な橋がちょうど行った時に工事中というか、そういうのがありまして、のどかな川の流れ

の上に潜水橋があるということで、非常にいい所だなと思ったんですけど、高鍋の場合も

そういうあれができれば一番いいんでしょうけど、そういう状況ではないと思いますけど、

今後、いろんな諸問題があると思うんですけど、そういうのを解決どんどんしていただい

て、なるべく早く実現可能になるようにしていくよう努力してもらいたいと思います。 

 続きまして、ふるさと納税についてですけど、これは９月議会で、８番議員が非常に詳

しく、よく勉強してるなという感じしたんですが、いろいろ質問ありまして、高鍋町の納

税寄附金、そういうのを出たんですけど、あと楽天さんにとかいろいろあって、どのくら

い伸びているのかなと思いますので、２カ月であるけど聞きたいと思います。また、他の

町村なんかでもいろいろ聞いても教えてくれない、秘密主義ですね。知恵比べというか、

各自治体のですね。そういう状況で、年度が明ければまたわかると思うんですけど、そこ

辺、２カ月ですけどどのぐらい上がっているかよろしくお願いします。（発言する者あ

り）いいです、いいです、言いますから。このふるさと納税の趣旨とか、そういう目的と

かそういうのもみんなわかっておると思いますので、あれしませんけど、長崎のほうでも

大量の赤字が発生したりとか、また慶応の教授である片山さん、鳥取の県知事をやってお

られた方、この人なんかも自治体間の知恵比べだというようなことで、廃止すべきだとい

うようなことを言っておられます。そして、愛知県の大村知事は、全国知事会でも返礼品

は１割、そこ辺にすべきじゃないかとかですね、いろいろ出ております。国のほうで認め

ているから、どうっちゅうあれはないと思うんですけど、ふるさと納税があることによっ
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て、いろんなそういう、製品なんかも優秀な商品ができ上がったりとか、またやる気を起

こしたりとかいろんな面で、高鍋も前回、政策推進課長が非常に高鍋をＰＲ、全国に発信

するのにいいんじゃないかと、いい面もものすごいあるんですけど、その反面、そういう

ふうに本来の姿に、元に戻すべきじゃないかと、そういうのは冷蔵庫をしたり自転車をし

たりとか、いろんなゴルフ用品やったりするとか、そんなことを返礼品でいろいろやって

いるから、そういうのを出てきているんじゃないかとは思うんですけど、ここでそれがい

い悪いとかじゃなくて、そういう点を町長はどう思っておられるか、そこ辺をお聞きした

いと思います。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。私も大村知事さんの言うのはごもっともだと、私もそうい

うふうに理解しながら最初、ふるさと納税は進めてきたとこでございますけど、やはり過

熱しましてね、みんなね、品物に、そして何と言いますか、競争になっております、今ね。

ま、うちの議会でも、そういうことが出ましたし、じゃあやろうということで拍車かけて

やったわけですが、やはり、それはどっちにしても僕は何かこう問題があったり、いいと

ころもあると思いますが、今のような状態であるなら、高鍋で品物が足らなくなるだろう

と思っております。前も誰かにお答えしたと思いますが、都城は焼酎と牛肉ですね、豚肉

というのが出てます。うちでそれだけの牛肉出せといったらなかなか間に合いません。今、

農協が新富に工場をつくりまして、恐らく、がんばってくれると思いますが、しかし、や

はり大村さんたちが言うような方法が僕はベターだろうと思います。しかし、やはりこう

いうくせがつきましたから、今、総務大臣からもいろいろメッセージがありますけど、そ

れももとに置きながら、ふるさと納税の道に逸脱せんようなやり方を続けてまいりたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １４番、黒木正建議員。 

○１４番（黒木 正建君）  最後、２項目めの町長在任中に完了しておきたい事業、それか

ら３番目、１２年間の在任期間を終えるに当たってということで、質問させていただいた

んですけど、町政というのは、先ほど言われたように継続ですので、新しくなられた方が

どういうふうにやられるかというのは、まだ先のことであります。最後になりますけど、

町長も副町長以下、優秀なスタッフ、役場職員に恵まれましてここまでやってこられたと

思います。私なんかも、町長の考え、私の考え、いろいろ意見も衝突もあったと思います

けど、高鍋町をよくするための、いろんな、お互いに議論した仲じゃないかと思います。

あと残り期間、最後まで任期を全うされるようがんばっていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（永友 良和）  これで黒木正建議員の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 
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○議長（永友 良和）  次に、５番、津曲牧子議員の質問を許します。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番、津曲牧子。皆様、こんにちは。３つの項目について質問い

たします。 

 東日本大震災発生後のこの５年間の間で、被災地での発災時の状況や事後の復興の状況、

また日ごろの生活の中での減災に関する情報など、さまざま報道の中で被災地の人々の生

の声を聞き、それを教訓に私たちは学び、生活に生かして防災に努めることが現在できて

います。 

 防災、減災についての一般質問は、今までに多くの議員が質問し、また高鍋町としても

事前防災や減災対策に危機意識を持って取り組んでいることは理解しています。「天災は

忘れたころにやってくる」という警句がありますが、今やこの言葉も通用しない現実が突

きつけられています。平成２８年度宮崎県総合防災訓練が１０月１６日に行われ、高鍋町

で初めて実施された避難所運営訓練でしたが、どのような成果があり、また課題があった

のでしょうか、伺います。 

 また、町体育館では防災時ネットワークの防災士が避難者に対する啓発活動を行いまし

た。日本防災士会は２００４年に発足し、２０１０年にＮＰＯ法人化して活動している防

災士会ですが、本町が行っている防災士養成事業の成果を伺います。 

 東日本大震災で多くの児童が津波で犠牲になった石巻市大川小学校の報道を聞き、記事

を見るたびに、有事の際に高鍋の子どもたちが一人も犠牲になってはいけないと強く思わ

ずにはいられません。小中学校の防災教育の内容、地震・津波対応のマニュアルは改善、

改良はなされているのでしょうか。同様に災害弱者である、ひとり暮らしの高齢者・障が

い者に対しての対策はできているのでしょうか。 

 以前から、図書館については何度も一般質問していますが、どうしても最後に町長のお

考えをお聞きしたくて、今後の図書館のあり方についてと、３期の町政運営について伺い

ます。 

 文教のまちの高鍋図書館は、開館以来、多くの方に利用されています。とりわけ子ども

にとって本に親しむということは、将来を大きく左右するといっても過言ではない大切な

栄養素だと思っています。子どもが利用する図書館として教育長の考えを伺います。 

 防災について。 

 １、１０月１６日に行われた総合防災訓練での避難所運営訓練はどのような成果があり、

また課題があったのか伺います。 

 ２、防災士養成事業の成果を伺います。 

 ３、小中学校の防災教育、地震・津波対応のマニュアルは改善、改良はなされているの

でしょうか。 

 ４、ひとり暮らしの高齢者・障がい者に対しての対応はできているのでしょうか。 

 高鍋図書館について。 

 １、今後の図書館のあり方を伺います。 



- 50 - 

 ２、子どもが利用する図書館として教育長の考えを伺います。 

 町長の３期１２年の町政運営について。 

 １、３期の町政運営で、町長が特に力を注ぎ、実行された事業を伺います。 

 ２、「子どもがにぎわうまちづくり」の成果を伺います。 

 後の質問は、発言者席からいたします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  お答えいたします。 

 まず、避難所運営訓練の成果及び課題についてでございますが、今回の訓練は防災士ネ

ットワークと連携、協力して企画運営を行ったところでございます。地区代表者の方々と

一緒に避難所運営組織やルールづくり等の検討を行うことによって、長期にわたる避難生

活のあり方を認識していただくきっかけになったのではないかと考えております。また、

各関係機関による防災展示なども行われ、それらの機関の取り組みを知っていただくとと

もに、できたのではないかと考えております。バス２台を利用した西都市への避難者輸送

訓練についても、大きな成果ではないかと考えております。 

 なお、課題につきましては、受付業務が混乱してしまったことや、会場にいる参加者へ

の情報伝達がうまくいかず、何をしてよいかわからず戸惑う方が見られたことなどが挙げ

られます。 

 今後、今回の訓練成果や課題をしっかり検証し、町独自の避難所運営マニュアルを作成

したいと考えております。 

 次に、防災士養成事業の成果についてでございますが、防災に関する人づくりを推進す

ることを目的として、平成２５年度から取り組んでいるところでございます。防災士の資

格を取得された方々は、それぞれの地域において防災活動に関わっていただいているもの

と考えております。各地区に１名ずつの防災士を養成することで地域防災力の向上を図り、

町全体の防災力向上につなげたいと考えておりますが、実際には地区によって偏りがあり、

まだ防災士がいないところもございます。今後も引き続き防災士資格取得数を増加させ、

取り組みを推進してまいりたいと考えております。 

 次に、ひとり暮らしの高齢者・障がい者への対策につきましては、本年度、避難行動要

支援名簿を作成し、東児湯消防組合や警察署など救助関係機関だけでなく、災害発生当初

の避難には、要支援者の周囲の住民の協力が必要となることから、民生委員や公民館長に

対しても名簿を配布したところでございます。 

 次に、図書館のあり方についてでございますが、地域の知の拠点として生涯学習活動の

支援、地域や個人が抱えるさまざまな課題解決の支援、情報提供サービスなど幅広い観点

から必要とされる施設だと認識しております。今後は、貸出冊数や人数よりも来館者、利

用者に重点を置き、図書館のおもしろさを発信し、来館者をふやし、図書館を利用してい

なかった人が利用する、その場所に行きたいと思わせる図書館であるべきと考えておりま

す。 
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 次に、３期１２年の町政運営についてでございますが、私は町長就任以来、「町民が主

役のまちづくり」を政治理念として、「子どもがにぎわうまちづくり」を目指して協働に

よるまちづくりを進めてきたところでございます。このことは、就任後に策定いたしまし

た、第５次高鍋町総合計画においても大きな柱としており、子ども医療費助成の拡充や、

延長保育事業の子育て支援策など、総合計画に基づく各種の事業施策の実行に力を注いで

まいりました。これらの「子どもがにぎわうまちづくり」を実現していくための成果のひ

とつであると考えております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。小中学校の防災教育についてでございますが、東日本

大震災後、地震・津波災害から子どもたちの命を守るための防災教育を課題と捉え、平成

２５年度から平成２７年度までの３年間、本町の教育研究所において、地震・津波災害か

ら命を守り、たくましく生きる児童生徒の育成を研修主題とした研究を実施してきました。 

 本町の小中学校４校が防災教育を共通実践していくため、平成２６年度に「高鍋町小・

中学校防災教育の手引書」を作成し、各学校の防災教育年間計画や防災マニュアルも見直

しを行い、その後も、毎年、見直しを行っております。 

 防災教育の内容につきましては、総合的な学習の時間、道徳、特別活動など教育課程に

おける指導を始め、避難訓練等を計画的に実施しているところであります。 

 次に、子どもが利用する図書館としての考えについてですが、子どもの読書体験は生き

る力を身につけていく上で欠かせないものであります。社会性、意欲や関心、集中力など

の能力を高めるほか、人を思いやる心豊かな子どもに育つための要素が多くあります。今

後、学校及び関係団体とも連携を図りながら、子どもが利用しやすい図書館づくりに努め

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。備えあれば憂いなしと言われてきています。被災地のいろ

いろな、さまざまな教訓を最大限に生かし、また高鍋町の防災活動も行われていると思う

ところですが、それにしても万全な備えというのはありません。あすくるのか、また

３０年後にくるのかわからない、南海トラフ巨大地震に備えるために、また、発災後に避

難所運営を行うときの復旧・復興業務を迅速に行うためにも、平成２４年３月に導入され

ている被災者支援システムは、とても有効に使われると考えますが、この被災者支援シス

テムはどのような経緯で導入されたのでしょうか。また、どのようなシステムでしょうか、

お伺いします。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  総務課長。この被災者支援システムについてでございますけ

ども、このシステムは、１９９５年の阪神淡路大震災で破壊的な被害を受けました、兵庫
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県西宮市が独自に開発したシステムでございます。 

 被災者台帳と被災住家等台帳を管理します被災者支援システムを中核としまして、その

ほか避難所関連システム、それと緊急物資管理システム、仮設住宅管理システム、犠牲者

遺族管理システム、倒壊家屋管理システム及び復旧・復興関連システムという６つのサブ

システムで構成されております。特に有効であると思われますのが、被災者支援システム

でありまして、災害発生時の住民基本台帳の情報を初期データとして被災者台帳に取り込

み、刻一刻と変化します被災者の状況や住家等被害状況を記録、更新できるようになって

おります。 

 主な機能といたしましては、罹災証明や被災家屋証明書の発行、義援金や被災者生活再

建支援制度に基づきます給付金の管理、町全体の被害状況の集計などが行われるようにな

っております。 

 本町におきましても、このシステムの有効性に着目し、平成２３年度に導入に向けた検

討を開始いたしまして、平成２４年３月に導入したところでございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。今、被災者支援システムの概要はお聞きしました。それで

は、今回の１０月１６日に行われました避難訓練の避難場運営の場面では、具体的にはど

のように活用されたのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  総務課長。今回の訓練におきましては、被災者支援システム

のサブシステムであります、避難所関連システムを活用しまして、避難者の受付業務に関

する訓練を実施いたしました。避難所にパソコンを持ち込みまして、そこで避難者の情報

を入力したあと、データを役場へ持ち帰りまして、被災者支援システム本体に取り込む手

順を確認する訓練を行ったところでございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  今回は初めての避難所運営訓練ということでしたが、実際に、有

事の際にもそのようなシミュレーションで行われるのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  総務課長。有事の際の具体的な利用方法ということでござい

ますけども、基本的にこのシステムでメニュー化されている業務につきましては、このシ

ステムの導入にかかりませんで、有事の際には必ず実施しなければならない災害の関連業

務となっております。 

 住民基本台帳の住民情報と連動しています、被災者支援システムを活用することにより

まして、これらの災害関連情報を一元管理することによりまして、効率的に業務を実施で

きるということが最も大きな特徴でございまして、具体的に例を申し上げますと、災害が

発生した日の住民情報を元に、被災者支援システムを用いまして、避難者台帳を作成しま

して、この被災者台帳に人的被害や住家等被害など調査、収集した情報を入力いたしまし
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て、これを一元管理することによりまして、罹災証明の発行、義援金等の配付がスムーズ

に行われるようになるというものでございます。特に、罹災証明の発行につきましては、

多くの被災者の方が必要とするものでありますので、本システムを利用することで発行に

かかる時間を大幅に短縮することが可能となっております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  すみません。質問がちょっと前後しますが、実際に今回の訓練時

には、その被災者支援システムを使われて何か計画どおりには行われたのでしょうか。ま

た、住民の方からの何か要望ですとか、そういうものはありませんでしたか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  総務課長。先ほど町長のほうの、最初の答弁で申し上げまし

たとおり、課題と言いますか、やっぱりシステムにつきましては、受付業務というのが一

番先に始まる業務なんですけども、その受付業務自体がまず混乱してしまって、会場にい

らっしゃる、５地区からも来ていただいてたんですが、そういう参加者への情報伝達がう

まくいかなかったということが一番問題になりまして、というか、ひとつは、その訓練を

やっておりますので、それでこう調整役と言いますか、そういう方が、最初は県の方がい

らっしゃる予定だったんですけど、どういうわけか、うちの担当が直接指導するような形

になって、そこ辺で、それこそ最初の情報伝達がうまくいかなかったようなところになっ

てしまってるんですが、そういうことで、会場にはいらっしゃるんですけど、何をしてい

いかわからない方が非常に見られたというのが課題になっております。ですから、こうい

う避難所運営マニュアルというのは、一応ある、また今後も作成と言いますか、町独自の

部分のマニュアル化というのが必要になってるというふうには痛感いたしました。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  午前中の中村議員の質問に対しての、町長の答弁でもありました

が、あした、そういう全体的な災害訓練に対しての、いろいろお話し合いがあるというこ

とでしたので、そこでまたしっかりと高鍋町の災害訓練の、いろんなこれからの課題とか

も話し合っていただき、またいい方向に結びつけていただきたいと思っています。 

 それでは次に、そのシステムの操作に関しましては、対応できる町の職員は、今、何人

いるのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  総務課長。まず、これはシステムということで、操作マニュ

アルがございますので、ほとんどの職員が行うことができるというふうに考えております

が、先ほど申し上げましたとおり、手順等の確認も含めまして、システムの実際の運用に

関する実践的な訓練はやっぱりしていかないと、そこも、できるだろうということではあ

りますけれど、そういう訓練が必要だというふうには考えております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 
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○５番（津曲 牧子君）  ５番。先ほども被災者支援システムの導入経過をお聞きしまして、

阪神淡路大震災後のそういう被災者の管理にとても役に立っているとお聞きしました。ぜ

ひ、この高鍋町でも本当にいつくるかわからない南海トラフ巨大地震に備えて、万全な体

制をお願いいたします。 

 ４月に発生した熊本地震の課題が示されているとおり、一番は想定外の事態にいかに備

えるかが重要であり、震災の教訓の中に公助の限界も示されています。ただ、近年、地区

の住民の方の意識も変わりつつあり、公助、公の機関にだけお願いするのではなく、自助、

共助の役割の重要性も、それぞれの方たちが認識されているところだと思います。庁舎内

でのシステム管理は、職員の管理下で適切に迅速に対応しなければならない機器です。先

ほどの答弁で全員対応できるというふうにおっしゃっていました、それは本当に想定外の

事態も起こると思いますので、どの職員でも、そういう有事の際には対応できるという体

制をしっかりととっていただきたいと思います。当然、宝の持ち腐れにはならないと思い

ますが、システムを有効活用した、想定内、そして、また想定外での対応策をお願いいた

します。 

 もう一つ、被災者支援システムに関してお聞きしますが、今、システムの特徴をお伺い

しまして、お聞きしたところ総務課関係のいろんな証明の発行ですとか、そういうことに

活用されるというふうに思いました。これは、ほかの課との連携ということは、連携での

活用はないのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  福祉課長。 

○福祉課長（河野 辰己君）  福祉課長。ほかの課との連携についてでございますが、福祉

課のほうで災害時要援護者の名簿を作成しておりまして、その中で、福祉課のほうでそう

いう名簿の管理等を行っているのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  それでは次に、防災士養成事業の成果を伺います。これも今、町

長の答弁にありましたように、防災士養成事業が行われて、高鍋町もかなりの人数の防災

士が育っているところです。防災士養成事業のもともとの趣旨をお伺いいたします。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  総務課長。高鍋町防災士養成事業でございますけども、地域

防災の担い手としての役割が期待されております防災士を養成するということでございま

して、地域防災力の向上を推進することを目的としております。 

 防災士資格取得試験受験料と、あと防災士資格認証登録料、並びにその納付に関する手

間等に相当する額を補助しているという事業でございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。防災士の補助金の交付計画はいつまでのものなのでしょう

か。また、現在まで何人の防災士に補助金を交付しているのでしょうか、伺います。 
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○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  総務課長。先ほどの町長答弁でも申しましたとおり、今のと

ころ、補助金の交付を継続していきたいというふうには考えております。まだ２８年途中

でございますので、確定で言いますと２７年度までということになりますが、その補助金

の交付者につきましては、２７年度までで６３名となっております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  今、高鍋町で６３名の防災士が養成されているということをお聞

きしまして、これは各地区でのバランスはどうなっているでしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  総務課長。１１月３０日現在で申し上げますと、町内に住所

を有する方ということで、その防災士の資格取得者数は９４名となっています。また、地

区のバランスと言いますか、総数ですけど、一番多いところが１８名いらっしゃる地区が

ございますが、全くいらっしゃらない地区が４７地区あるということでございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  防災士養成事業の当初の計画は、８４ある公民館に１人は防災士

を養成していきたいということだったと記憶しています。今、防災士のいない地区が

４７地区とお聞きしましたが、このいない地区に対しての啓発活動などは行われているの

でしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  総務課長。今、申し上げましたとおり、４７地区に対すると

いうことだと思いますが、一応、防災士のこの養成講座等につきましても募集は一元化し

てかけておりまして、今、申し上げました地区に特別に啓発をしてるということはござい

ません。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。こちらに１０月に行われた高鍋町体育館避難所運営マニュ

アルがあります。この中で発災後初動期、発災後中長期、撤収期というふうに流れが書い

てあるんですが、この中の「避難所の運営を円滑に進めるため、避難者自らによる自主的

な避難所の運営が必要となります」これは、そうだと思います。避難所運営委員会の設置、

地域代表自主防災組織消防団避難所配備員、施設管理者等避難所運営の補助（避難所配備

員）、こういうマニュアルが書いてありまして、私は、当日はちょっと県外に行ってまし

て、実際に見てはいないんですが、ちょっとこの町体育館で実際に避難訓練を行った方に

お聞きしたところ、こういう地区の代表者の方を集めて、いろんな説明が行われたという

ふうに聞いています。 

 例えば、こういう有事の際には、当然地区の公民館長、民生委員なり、そういう方が必

ずいらっしゃるとは限らないと思います。こういうときにこそ防災士としての、防災士は

リーダーとしての役をするということで、皆さんそういう意識を持って資格取得をされた
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方ですので、こういうときのためにも、やはり防災士が地区に１人いるっていうことが大

事なことになると私は思います。 

 補助金を全額出していただいてるという、本当にこれ、全額補助金出してくださってる

自治体はそんなに多くはないと思いますので、本当にありがたいことなんですが、やはり

南海トラフ大地震に備えるためには、やはり８４公民館に、多い地区も、本当にばらつき

があるようなんですが、やはり各地区に１人の防災士はいていただきたいと思いますが、

今後、そういう啓発活動なり、公民館長としての指導なりは考えていらっしゃらないでし

ょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  御質問は２つあるんですかね。マニュアル化と、ゼロの地区

への対応と２つあるんですかね。 

 マニュアル化につきましては、先ほど申し上げましたとおり、まだできておりませんが、

おっしゃったとおり、避難所訓練の中で何項目か必要な部分っていいますか、そういうの

はありますので、それをやっぱり町独自の形で運用する上でのマニュアル化というのは、

当然、先ほど申し上げましたとおり必要があるだろうと思いますので、その作成等につい

ては今後検討することになると思います。 

 それと、おっしゃったとおり、各地区に１名ずつというのは確かにあって、自主防災組

織の各公民館でつくっていただきたい、その中核を担っていただきたいという希望は、前

から申し上げているとおりでございますので、おっしゃるとおり、そのできる限り、その

公民館長さんのところに、できるだけ誰かそういう方をお願いできませんかというような

ことは、やっぱり今後必要なのかなとは思っております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  防災士は、基本的には自助・共助の場面で、日ごろから地域や職

場の人と協力し、活動することを目指し、また、公助による対策や取り組みをよく理解し、

防災訓練や住民への啓発などの場で行政と住民の連携を図る中核としての活動ということ

で、皆さん活動されています。ぜひ、今からもいろいろな場面で、またそういう啓発活動

なり、また防災士を要請するための活動を行っていただきたいと要望いたします。 

 次に、東日本大震災では、大津波が来る中で、逃げ遅れた人を助けようとし、犠牲にな

った多くの消防団員がいたと報道されました。火災時に消火活動に当たり、また、大規模

災害時の救助、救出活動、避難誘導なども行い、自分の町は自分たちで守ると日ごろから

訓練活動をされている消防団について伺います。高鍋町消防団員の中で、防災士の資格を

持っている団員は何人でしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  今の消防団の中でいいますと、防災士の資格を有する団員は

５名となっております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 
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○５番（津曲 牧子君）  高鍋町消防団員は、今、全員で何人いるでしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  これ、１２月１日現在でございますけども、２４５名でござ

います。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  それでは、２４５名中５人ということですが、児湯郡のほかの町

の消防団員で防災士の資格を持っている団員は何人いるのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  防災士の資格を持っている消防団員数でございますけど、聞

いたところでございますけど、川南町が３名、都農町が１７名、木城町が２７名、新富町

が７名というふうに聞いております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  消防団員に対して、防災士の資格を取得するということを、これ

からそういう啓発の活動は行っていかれるのでしょうか、伺います。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  町といたしましても、地域防災力の中核として欠くことので

きない存在であります消防団員でございますが、その消防団員が防災士の資格を取得する

ということは、大変有意義なことであると認識しております。 

 それで、今年度からの消防団員のほうにも働きかけのほうは行っているところでござい

ますので、今後ともその消防団への働きかけにつきましては行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  高い意識とスキルと強い使命感を持って、災害時に救助に当たる

消防団員だからこそ、防災としての知識、技能を有して、リーダーとして防災士とのまた

連携を図っての活動を期待しています。 

 続きまして、私は以前に小学校の避難訓練マニュアルを見せていただきました。先ほど

教育長の答弁にもありましたように、改善、改良をされているということですので、毎年

いろんな想定内、想定外でのことで訓練されてると思いますが、先月行われた東小学校の

防災訓練の概要はどのような内容なのでしょうか。 

 ことしは熊本地震などで、まだあのときは高鍋町もかなりやっぱり揺れました。子ども

たちにとっても、衝撃の大きな地震だったと思います。何か見直しなどがあったのでしょ

うか、伺います。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  先月と申されましたけども、１０月の２８日に町内の

幼・保・小・中・高連携の合同訓練がございましたが、その概要についてなんですが、東

小学校のほうでは、町の教育委員会、それから小中学校長会が主催をしまして、町内の幼



- 58 - 

稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校と合同で企画をいたしまして、実施をいたしま

した。この合同避難訓練は、平成２７年度から実施しておりまして、今回が２回目となり

ます。 

 東小学校屋上避難広場のほうへの避難訓練につきましては、東小学校の児童を始め、東

中学校の生徒、わかば保育園、それから高鍋幼稚園の園児が参加をしております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  小中学校の防災教育は、どのくらいの頻度で行われているのでし

ょうか。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  防災教育の頻度についてでございますが、それぞれ小中

学校とも学級活動や授業における指導が毎月一、二回程度、それから避難訓練につきまし

ては、地震、津波、風水害、火災対策等について、年５回程度実施をしているところでご

ざいます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  児童生徒が学校にいる間は、学校側が責任を持って安全は守られ

ていると思います。一番心配するのは、登下校時なんですが、特に登校時はグループで学

校に行きますので、心配ないと思いますが、下校時は学校から離れるにしたがって、１人

で帰る児童も少なくはないと思います。その登校時、下校時に関して、その時、災害が発

生した場合の児童への周知っていうのはどういうふうになっているのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  教育総務課長。 

○教育総務課長（中里 祐二君）  登下校時に災害が発生した場合の児童生徒の対応、それ

から教職員の対応を具体的に防災マニュアルに記載をしております。それとともに、防災

教育の時間や避難訓練後の教室でのまとめの中で指導を行っているところです。 

 それから、それぞれの御家庭で家族防災会議を実施をしていただきまして、避難場所、

避難経路の確認を家庭でも行っていただいているところでございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  今、防災教育の回数ですとか、登下校時の子どもたちへの周知を

お聞きしまして、これも万全の備えっていうのはないとは思いますが、その学校での防災

教育をよろしくお願いいたします。 

 和歌山県串本町立串本幼稚園では、毎朝、津波避難訓練を実施しています。地震発生の

放送が流れると、一斉に子どもたちが手をとめて、先生の「津波が来た、逃げろ」のかけ

声で裏手の海抜１５メートルの高台に駆け上がる訓練をしているとのことです。この串本

町は、津波到達時間最速２分と、全国で一番早く到達する町と発表されたこともあります

が、こういう毎朝の訓練が子どもたちが自分で自分の命を守るための防災教育の一つには

なっているのではないかと思います。 
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 それでは、次に、年々地区の中でもふえている、弱者と言われるひとり暮らしの高齢者、

障がい者に対しての対策なのですが、地区で登録している要援護者の避難行動の際の対策

はどのようにとられているのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  福祉課長。 

○福祉課長（河野 辰己君）  災害発生時の要支援者に対する対策につきましては、避難行

動要支援者一人一人の状況に応じた避難に関する個別計画が必要となってきます。しかし

ながら、計画の作成に当たっては、家族構成や災害発生時の時間帯や規模、その他、その

人の実情に応じた支援方法など、さまざまなケースを想定しないといけないため、なかな

か作成が進んでない状況でございます。今後、民生委員や地区公民館長の協力を得ながら

作成を進めていきたいと考えております。 

 あわせまして、まずは地区内で要支援者を把握していただきまして、避難の際に声かけ

を行うなど、地域全体で見守る体制をつくっていただければというふうに考えているとこ

ろであります。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  避難訓練に参加できない要配慮者についての対応の把握はできて

いるのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（森  弘道君）  避難訓練に参加できない要配慮者でございますが、その対応

につきまして、正直申し上げまして把握は総務課としてはできておりません。 

 先ほど福祉課長の答弁でもありましたように、避難行動要支援者の個別計画には、地域

の特性とか実情を踏まえた具体的な避難方法を盛り込むことになっております。その具体

的な避難方法について、要配慮者本人ですね、あとその家族、その意向を踏まえて行政や

地域の皆さんで検討して訓練を重ねていくといった取り組みが必要になってくるというこ

とになりますが、今申し上げたとおり、総務課としてはまだそこまでその取り組みに対す

るもとができていないというとこでございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  大変に難しい問題ではあると思いますが、現在策定中の高鍋町地

域福祉計画の中にもその項目は盛り込まれているようですので、地域住民の協力はもう絶

対なのですが、地域住民と行政が連携して対応策をまた検討していただきたいと思います。 

 続きまして、高鍋図書館について伺います。 

 平成２８年３月議会において、岩﨑議員の図書館についての一般質問に対しての町長答

弁は、５年後にはできているとのことでした。それをお聞きして、そのときは率直なお気

持ちを述べられたであろうと推察いたしました。町長の任期中に、何人かの議員から図書

館については質問があり、また、答弁されましたが、この小澤町長の１２年間の高鍋図書

館に対する思いをお伺いしたいと思います。 
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○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  お答えいたします。 

 図書館についてでございますが、３期１２年の間に、図書館システム導入による利便性

の向上や古文書の電子化事業等を実施してまいりました。先ほども申しましたように、図

書館を目指すためには、図書館の固定観念を変え、定義を考え直すことも必要であり、図

書館を新しくすることが、図書館をさらに変えるきっかけとなると考えております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  今、述べていただきました思いを次期町長にはどのように伝えて

いただけるのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  次期町長にどのようにつなげていくのかについてでございますが、

読書活動促進のための図書資料の充実を図ることはもちろんのこと、新たな魅力ある図書

館であるため、さまざまなイベントや新しい企画を取り入れることにより、皆さんが興味

を持って来館され、楽しく、そして利用しやすい図書館になるようにとつなげてまいりた

いと考えております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  冒頭に、町長も地の拠点としてというふうな表現をされました。

この高鍋図書館は歴史もあり、本当に先ほども言いましたように多くの町民からも利用さ

れている図書館ですので、ぜひそういう形でつなげていっていただきたいと思います。 

 高鍋図書館で、子どもたちが本や絵本を読んでいる姿を見かけます。それを見ています

と、スポンジが水を吸うように心の栄養をどんどん吸収し、力をつけて成長していく子ど

もたちを見ていますと、環境を整えて全ての子どもに読書の楽しみを提供しなければなら

ない責任を感じます。 

 それでは伺いますが、高鍋図書館での子どもの利用者と大人の利用者との比率はどのよ

うになっているのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  平成２７年度の幼児から中学生までの利用者の比率につ

きましては、全体の約２割となっております。しかしながら、毎週土曜日のおはなし会、

町内小学校の社会見学、それから、幼児、小学生低学年の利用につきましては、保護者の

利用が多いと思われますので、２割以上の子どもたちの利用はあると認識しております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  子どもたちにとって、自分の住んでいる町の、また一番身近な図

書館として、私は子どもたちにもっともっと活用してもらいたいと思います。子どもの利

用者をふやすための高鍋図書館らしい取り組みは、どのようなことがありますか。 

○議長（永友 良和）  教育長。 
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○教育長（島埜内 遵君）  毎年、美術館において読書推進を目的とした子ども読書まつり

や、コンサート等のイベントを開催しております。毎週土曜日のおはなし会のほか、こと

しは夏休み企画として親子ｄｅ辞書を楽しむ会と、読書感想文講座を図書館で開催して参

加者の方から好評をいただいたところであります。 

 また、本年度から東西小学校の社会見学に来た２年生を対象に、利用カードの申込書を

学校を通じて配布し、４９名の利用カード申し込みがあり、今後の利用に期待をしている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  今、教育長の答弁で、小学校２年生に対して利用カードの申し込

みを学校でされるということで、とてもいい取り組みだと思います。大人でもなかなか図

書館になじみのない方ですと、本の貸し出しの要領がわからなかったり、また、いつでも

図書館で本が借りれるっていう認識がない方もいらっしゃるのかもしれませんので、そう

いう意味で学校のほうで申請ができるということはとてもいいと思います。その子たちに

とっても、利用カードをつくったからといって全員が図書館を利用するとは限りませんが、

少しでも我がまちの図書館を身近に感じてもらう、そういう取り組みではあると思います。 

 それでは、その東西小学校では、今何人の児童がその利用カードを持っているのでしょ

うか、伺います。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  それぞれの小学校、それぞれの学年によります登録者数

ですけれども、現在登録されております人数につきましては、登録後に転出された方など

がおられまして、実情に合った数字ではございませんので、過去５年間の間に町内在住さ

れている方の登録の合計で申し上げます。小学校１年生につきましては７名、２年生につ

きましては当初１３名でしたけれども、申込書を配布することで４９名の申し込みがあり

ましたので６２名になりました。３年生が１６名、４年生が２７名、５年生が３８名、

６年生が５０名となっております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  今、数字をお聞きしますと、学年が上がれば図書カードを持って

いる児童がふえて、イコール利用者がふえるということを期待したいと思いますが、学校

で申し込みができれば確実に利用する子どもがふえるという期待を持って、２年生と同じ

ようにほかの学年でも、この利用カードを学校を通してつくることは可能なのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  今回実施いたしました２年生を対象としました配布につ

きましては、５月に社会見学に来られまして、その後に学校を通じて保護者に依頼をいた

しております。回収するまでに約１カ月の期間を要することになりますが、その後に登録

作業を行いまして、夏休み課題図書に間に合わせるために、つまり７月頭に間に合わせる
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ためには１学年が限界かと考えております。 

 それから、社会見学に来られまして、図書館の貸し出しとか、仕組み等がわかった段階

で、つまり少なからず図書館に興味が出てきた段階での配布が効果的だと考えております。

４年後にはその２年生が６年生になりますので、今後も２年生を対象に行っていきたいと

考えております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  再度、教育長にお伺いいたします。 

 子どもの読書活動の推進に関する法律があるのは御存じでしょうか。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  子どもの読書活動の推進に関する法律ということでしょうか。

はい、知っております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  これは御存じということで、文部科学省が平成１３年に公布、施

行した法律なのですが、これは基本理念とまた責務ということが第２条、第４条にありま

すが、「地方公共団体は全ての子どもが自主的に読書活動を行うことができるよう、積極

的にそのための環境整備を推進されなければならない」とあります。答弁で、教育長のお

考えのとおり、さまざまな様相を無限に引き出すためにも、また今後も工夫を凝らした取

り組みを期待しています。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に町長の３期の町政運営についてお伺いします。もう何度も、済いませ

ん、答弁でお伺いしましたが、最後に、１期目、２期目、３期目と公約を掲げて町政のか

じ取りをされてきた町長です。それぞれの、１期目、２期目、３期目の事業のことをお伺

いいたします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  私のそれぞれの公約に対する事業についてでございますが、まず、

１期目につきましては、極めて厳しい財政状況の中、徹底した歳出の抑制を図りながら、

宮越樋管の排水ポンプ車の配備や、野球キャンプの誘致、乳幼児医療費助成の拡充等、町

民が主役のまちづくりを基本に、行財政改革の推進など、公約実現に向け、事業を推進し

てまいりました。 

 ２期目につきましては、行財政改革の推進の結果、公債費の大幅な縮減や各種基金の積

み立て増しなど、財政健全化に一定の成果を上げるとともに、防災、標高マップの作成や

津波避難訓練などの防災対策事業、地域子育て支援センター事業、屋内多目的広場の整備

など、福祉、教育、スポーツの振興等に取り組んでまいりました。 

 ３期目につきましては、子育て関係施設の整備や企業誘致のほか、自主防災組織の育成、

防災行政無線の整備、役場の耐震化や学校・町体育館の大規模改修など、安全・安心なま

ちづくり等に全力を挙げ、公約実現に取り組んでまいりました。 

 ３期１２年、町民の皆様の安心と安全を考え、住民サービスの向上を図るため、公約を
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実施してまいりました。これらの成果を総合的に自分なりに考えますと、私の姿勢につき

ましては、町民の皆様の御理解がいただけたものと考えております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  小澤町長は、子どもがにぎわうまちづくりを、町の将来像として

かじ取りを１２年間されてきたということは、町民にも広く浸透していたところです。 

 では、本当に最後にお伺いしますが、子どもがにぎわうまちのどのようなことに最も町

長は力を注がれてきたのでしょうか、伺います。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  どのようなことに最も力を注がれたのかとの御質問でございます

が、子どもがにぎわうまちづくりは、人口減少が進む社会状況において、若い世代が高鍋

町を生活の拠点として安心して子どもを産み、育てることができる環境をつくってまいり

たいとの思いを込め、教育、子育て支援、安全・安心の確保、雇用の場の創出、産業の振

興など、さまざまな分野の施策を基本に、この考えを取り入れてまいりました。そして、

誰もが住みたいと思える活力あるまちの実現に向け、これまで力を注いでまいりました。

このことにつきましては、町民の皆様とともに取り組むことで前進することができたもの

と考えております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  町長は、１２年間町政運営に大変御尽力されました。町長の就任

当時生まれた子どもたちは、今、小学６年生です。その子どもたちは、災害に強い町、安

心・安全な町である高鍋町ですくすく育ち、図書館での読書で心は豊かになり、充実した

学校教育環境で個性を伸ばし、のびのびと大きくなっています。この子たちは将来はきっ

とふるさとを大事にする大人に成長してくれることと思います。温かく、時には厳しく見

守っていきたいものです。町長は、来年２月までもうしばらく任期はございますが、ここ

で小澤町長、大変お疲れさまでしたとお伝えしたいと思います。これで、私の一般質問を

終わります。 

○議長（永友 良和）  これで津曲牧子議員の一般質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩いたします。１０分間休憩いたしまして、２時３５分より再開い

たします。 

午後２時25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時35分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 
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○議長（永友 良和）  次に、１５番、春成勇議員の質問を許します。 

○１５番（春成  勇君）  通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 １、町内体育館施設の現状と今後について。 

 町内には、小中学校、高校の体育館以外に、宮越地区に勤労者体育館、中央公民館横の

町体育館、高鍋農業高校寮のそばの総合体育館、以上の３つの体育館がございますが、私

が質問させていただくのは、この町内の３つの体育館施設についてでございます。体育館

はもちろんスポーツをする場所なのですが、スポーツ以外での利用などあるのでしょうか。

こういったことも含めて、１つ目の質問として、町内体育館の現在の使用状況について伺

います。 

 また、体育館は災害時の避難所としての役割もあります。災害が発生したら、まずは安

全なところに避難し、その次の行動として避難所に移動していきます。そうなると体育館

は集団で緊急時の生活をする場所にもなるわけですが、２つ目の質問として、避難所とし

ての体育館の施設環境設備について、町はどのような認識をお持ちでしょうか、伺います。 

 また、宮崎県は数年後に国体を控えておりますが、協議を誘致するにしても、ある程度

整備された施設が求められると思います。３つ目の質問として、予定されている国体の体

育館使用競技について伺います。 

 次に、２、畑田地区区画整理事業に伴う多目的用水について。 

 まず、１つ目の質問として、畑田の多目的用水について、毎年かかる費用について伺い

ます。この区画整理事業の当時の畑田地区は、今のように住宅はなく、ほとんどが農地の

ような状態でした。この時期、２０年前より高鍋町水道本管と多目的用水の２本のパイプ

を敷設しました。この多目的用水は、それぞれの農地へ分岐されております。農地利用を

されている方は多目的用水を使い、住宅として土地を利用されている方は高鍋町の町水で

生活されております。 

 そこで、２つ目の質問として、区画整理区域の農地から宅地への転用が進む中、多目的

用水の分岐枝管の処理はどうしていたのか伺います。 

 以上です。 

 詳細については発言者席で伺います。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  まず、体育館の年間の使用料につきましては、平成２７年度の

実績で総合体育館が２２４万ちょうどです。高鍋町体育館が６５万６,５６０円、勤労者

体育センターが８０万８,３８０円となっております。 

 開館日数につきましては、昨年度は総合体育館が３２１日、高鍋町体育館が３２３日、

勤労者体育センターが３４７日となっております。 

 年間利用者数につきましては、昨年度は総合体育館が５万６,４６０人、高鍋町体育館

が３万４,６８３人、勤労者体育センターが２万４,５９６人となっております。 

 各体育館の利用者が行う競技につきましては、平日の利用で多いのがバドミントン、ミ
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ニバレー、卓球、ミニテニスなどで、休日の利用につきましては、バドミントンの大会で

多く利用されております。 

 次に、体育館を避難所として考えた場合の施設環境整備についてでございますが、まず、

避難所として指定されている体育館は町体育館と総合体育館の２箇所となります。町体育

館につきましては、平成２５年度に非構造部材の耐震化、バリアフリー化及び備蓄倉庫の

増設等の大規模改修が行われており、避難所としての機能を十分有していると認識してお

ります。 

 次に、総合体育館についてですが、こちらも十分な床面積を有しているのですが、現状

では天井の構造がつり天井となっているため、地震の際に落下する危険性がございますの

で、早急に対策を施す必要があると考えており、現在調査を行っております。 

 さらに、文部科学省により設置された熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整備に関す

る検討会において、避難所の防災機能として特にニーズが高いものとして、トイレ、水、

非常用電源及び空調等が上げられておりますので、優先して対策を講じることが必要であ

ると考えております。 

 次に、昨年、第８１回国民体育大会の開催が内々定され、本年７月に市町村担当課長会

議が行われました。今後のスケジュールとしましては、平成２９年度に県が準備委員会を

発足させ、その後に会場地の選定作業が始まることとなっております。今後、各市町村に

おいても準備委員会を発足させ、各種競技団体との調整を県を通じ行うこととなりますの

で、現在のところ実施競技等につきましては、何も決定しておりません。しかし、国体は

地域に与える経済的効果が大きいものであると考えておりますので、当町の施設を利用し

てもらえるように誘致活動等を考えておるところです。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  今、教育長の答弁の中で、空調と出てきましたが、体育館での

空調の必要性について、どのような認識を持っておられるのか伺いたいと思います。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  体育館におけます空調の必要性ですけれども、九州大会

以上のスポーツ大会を開催する場合は、体育館に空調設備があることが条件となる傾向に

あります。あわせまして、地球温暖化が原因と思われます異常気象等でこれまで以上に体

育館の室内温度が高くなることが予想されます。運動時における熱中症への対策や、体育

館を避難所として考えた場合、子どもや高齢者にとって優しい環境を整えておくことが必

要だと考えております。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  二、三年前だったと思うんですけど、屋根がちょっと崩れたと

いうことをお聞きしたんですが、その修理はしていたのか、それとも屋根は大丈夫なのか、

ちょっと伺いたいと思います。 
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○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  屋根が崩れたというのは、台風の件でしょうか。台風と

かでの破損等につきましては、全てできておると思われます。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  只今の答弁を受けまして、被災者としての空調の役割の大切さ、

それも熱中症とか、そういうのが出てきます。それで、今から先はそういうことをやって

いかないといけないんではないかなと。 

 私は、いつでもどんなときでも快適でなければいけないということではありません。災

害はどのような季節に起こるかわかりませんが、今、東日本大震災のことで、起こりまし

て、あのときは３月ぐらい、とても寒くて、ようやく命が助かっても避難所で亡くなられ

た方がいらっしゃったようです。精神的にも肉体的にも、それがあることによって救われ

るのであれば、ぜひ積極的に検討していただきたいと希望しております。 

 また、あわせて国体の競技誘致についても、高鍋町がやりたい競技をしっかり検討され

て、頑張っていってほしいと思います。 

 次に、畑田地区の多目的用水に関しましては、農地は減ってきています。この先もまだ

まだ用水の管理は必要と思われます。多目的用水の管理は水利組合ということでしたので、

道路の管理は町のほうでやっていただけるのではないかなと思います。安心・安全のため

に、この先、今まで以上に町と水利組合が連携を取りながら対応していっていただきたい

と思います。 

 最後に、町長の３期１２年間、職務、まことに御苦労さまでございました。 

 以上で、質問を終わらせていただきます。どうも。 

○議長（永友 良和）  これで、春成勇議員の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（永友 良和）  お諮りいたします。 

 本日の会議はここまでとし、岩﨑信や議員からの一般質問は１３日に延会したいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決

定いたしました。本日はこれで延会いたします。お疲れさまでした。 

午後２時48分延会 

──────────────────────────────── 

 


